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岡
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史
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【
要
約
】
　
明
治
地
方
自
治
制
の
成
立
過
程
に
関
す
る
研
究
は
従
来
数
多
く
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
地
理
学
の
分
野
に
お
い
て
は
市
瑚
・
町
村
制
に
先

立
つ
町
村
合
併
を
扱
っ
た
も
の
以
外
見
る
べ
き
も
の
は
な
い
。
近
年
、
地
方
自
治
制
の
成
立
以
後
の
実
態
的
運
営
に
関
す
る
研
究
が
批
判
的
か
つ
実
証
的

難
懸
樋
蘇
讐
嚇
轟
翻
法
輪
・
継
鋸
辮
耀
繍
難
罹
る
・
斌
醐
爾
難
鍵
讐
難
鍵

主
制
の
空
間
的
特
徴
を
把
握
す
る
。
そ
の
結
果
を
も
と
に
、
町
村
の
領
域
を
越
え
て
拡
が
る
土
地
所
有
関
係
が
、
町
村
の
行
財
政
機
能
に
影
響
し
て
い
た

事
実
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
参
政
権
規
定
の
検
討
を
も
と
に
地
方
議
会
議
員
の
選
出
に
見
ら
れ
る
地
域
的
な
偏
僑
と
、
議
員
の
経
歴
に
見
ら
れ
る
地
域

経
済
と
の
関
係
を
示
す
。
以
上
の
分
析
を
通
し
て
、
明
治
地
方
自
治
制
下
に
お
け
る
地
主
制
と
政
治
・
行
政
的
な
町
村
間
格
差
と
の
相
互
関
係
を
明
ら
か

に
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
七
穴
巻
二
号
　
一
九
九
三
年
三
月

本
研
究
の
目
的

明
治
一
＝
年
に
全
国
的
に
実
施
さ
れ
た
町
村
合
併
は
、
翌
二
二
年
の
市
翻
・
町
村
制
、
と
り
わ
け
町
村
制
公
布
に
先
駆
け
て
、
近
代
的
地
方

自
治
を
担
う
に
足
る
財
政
力
強
固
な
新
し
い
町
村
を
創
設
し
よ
う
と
す
る
政
策
で
あ
っ
た
。
こ
の
明
治
地
方
自
治
制
の
成
立
過
程
と
町
村
合
併

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
地
理
学
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
科
学
の
諸
分
野
で
数
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
研
究
を
通
し
て
確
認

さ
れ
る
「
通
説
的
」
見
解
は
大
石
嘉
り
郎
に
よ
る
次
の
所
説
に
よ
っ
て
要
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
虜
治
地
方
自
治
制
の
成
立
基
盤
は
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「
寄
生
地
主
一
商
人
資
本
と
半
封
建
的
零
細
耕
作
農
民
1
1
家
内
手
工
業
者
と
の
収
取
関
係
を
主
軸
と
す
る
経
済
構
造
」
に
あ
る
と
さ
れ
、
新
し

い
行
政
村
存
立
の
基
盤
は
「
所
有
と
経
営
と
の
分
離
を
基
礎
と
し
、
も
っ
ぱ
ら
所
有
の
線
に
沿
っ
た
地
主
的
土
地
所
有
の
集
積
拡
大
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

形
成
さ
れ
た
、
旧
村
の
規
模
を
超
え
た
経
済
圏
・
支
配
圏
〕
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
見
解
は
土
地
所
有
の
空
間
的
拡
大
と
寄
生
化

と
い
う
地
主
f
小
作
関
係
の
空
間
的
様
相
を
町
村
領
域
の
拡
大
と
関
連
づ
け
た
も
の
で
あ
り
、
一
九
六
〇
年
代
に
大
石
自
身
を
は
じ
め
何
人
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
研
究
老
に
よ
っ
て
実
証
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
、
近
年
大
石
の
所
説
に
対
し
い
く
つ
か
の
疑
義
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
中
村
政
則
は
、
全
国
的
な
地
主
制
の
構
成
を
検
討
し
、
大
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
寄
生
地
主
（
商
人
資
本
）
の
規
定
は
山
県
有
朋
ら
が
期
待
し
た
地
方
名
望
家
概
念
を
狭
く
捉
え
過
ぎ
て
い
る
と
す
る
。
石
川
＝
二
夫
は
町
村
綱

以
後
の
町
村
長
の
在
職
期
間
を
三
つ
の
県
で
比
較
し
、
地
主
層
の
寄
生
化
率
が
低
い
県
ほ
ど
町
村
長
の
在
職
期
間
が
長
く
、
自
治
の
頂
点
が
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

り
安
定
し
て
い
た
と
通
説
と
は
逆
の
様
相
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
稲
田
陽
一
は
、
地
主
の
経
済
的
支
配
が
旧
村
を
越

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

え
て
拡
大
し
た
と
し
て
も
、
政
治
的
支
配
圏
は
魚
病
地
主
と
の
関
係
か
ら
旧
村
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
大
石
自
身
も
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

近
に
な
っ
て
、
地
方
自
治
制
と
寄
生
地
主
制
と
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
の
立
論
が
た
ぶ
ん
に
理
想
的
で
あ
っ
た
と
自
己
批
判
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
一
九
六
〇
年
代
の
研
究
に
は
、
地
方
自
治
制
の
想
定
し
た
社
会
が
実
態
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
暗
黙
の
前
提
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
大
石
が
規
定
し
た
明
治
地
方
自
治
制
1
1
寄
生
地
主
制
、
明
治
行
政
村
1
1
地
主
の
経
済
圏
・
支
配
圏
と
い
う
、
政
治
構
造
と
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
⑨

経
済
構
造
と
の
整
合
的
な
図
式
は
再
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
賀
川
隆
行
や
佐
々
木
豊
は
、
明
治
行
政
村
の
成
立

以
降
も
地
主
f
小
作
関
係
が
町
村
の
領
域
を
越
え
て
拡
が
り
、
町
村
間
で
の
土
地
所
有
の
出
入
関
係
が
農
家
の
経
済
基
盤
、
延
て
は
町
村
財
政

の
基
盤
を
弱
体
化
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
彼
ら
の
指
摘
は
町
村
制
の
成
立
基
盤
と
さ
れ
る
地
主
綱
が
、
町
村
制
施
行
以
降
の
そ

れ
自
体
の
進
展
の
結
果
と
し
て
、
町
村
の
自
治
に
脅
威
を
与
え
る
と
い
う
「
矛
盾
」
の
存
在
に
雷
及
し
た
も
の
で
あ
る
。
土
地
売
買
の
自
由
化

を
は
じ
め
と
す
る
明
治
政
府
の
土
地
政
策
に
よ
っ
て
、
土
地
所
有
関
係
は
広
域
的
に
展
開
し
て
い
く
の
に
対
し
、
圃
定
化
さ
れ
た
行
政
村
の
領

域
に
は
そ
れ
を
抑
止
す
る
機
能
は
付
与
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
流
動
的
な
土
地
所
有
関
係
と
固
定
的
な
行
政
村
の
領
域
と
は
本
来
非
整
全
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的
な
関
係
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
仮
に
町
村
合
併
が
両
者
の
整
合
化
と
い
う
機
能
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
明
治
一
四
年
の
松
方
デ

フ
レ
以
来
急
速
に
展
開
す
る
農
民
層
分
解
の
も
と
で
は
、
整
合
的
な
関
係
は
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
地
理
学
の
分
野
に
お
い
て
、
行
政
領
域
と
そ
こ
に
包
摂
さ
れ
る
住
民
集
団
の
社
会
経
済
的
構
造
と
の
関
係
は
主
要
な
研
究
テ
ー
マ
で
あ
っ
た

が
、
後
者
に
対
し
て
前
者
が
整
合
的
に
再
編
成
さ
れ
る
か
否
か
が
も
っ
ぱ
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
こ
の
種
の
研
究
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

つ
視
点
は
、
成
立
し
た
新
し
い
行
政
領
域
で
展
開
す
る
自
治
行
政
に
対
し
ほ
と
ん
ど
向
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
そ
こ
で
本
稿
は
、
経
済
構
造
の
動
態
的
な
変
化
と
政
治
構
造
と
の
関
係
を
、
〈
前
提
と
し
て
の
経
済
一
法
制
度
－
適
用
の
実
態
〉
と
い
う
連
関
の
中

で
捉
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
、
福
岡
県
浮
羽
郡
に
お
け
る
明
治
行
政
村
成
立
以
後
の
地
主
的
土
地
所
有
の
空
間
的
展
開
の
実
態
と
背

景
を
検
討
し
た
上
で
、
そ
れ
が
郡
内
町
村
の
行
政
機
能
お
よ
び
郡
内
の
政
治
構
造
に
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
を
考
察
す
る
。
な
お
、
本

稿
で
い
う
「
地
主
的
土
地
所
有
扁
と
は
不
在
地
主
に
よ
る
寄
生
的
土
地
所
有
を
含
意
し
て
い
る
。
ま
た
「
空
閲
的
展
開
」
と
は
特
に
町
村
の
領

域
を
越
え
て
所
有
さ
れ
る
土
地
の
消
長
を
意
味
す
る
。

①
　
社
会
科
学
の
諸
分
野
で
の
研
究
は
本
稿
中
で
適
宜
引
用
し
て
い
く
が
、
地
理
学

　
に
関
す
る
こ
の
分
野
の
穀
も
包
括
的
な
研
究
は
井
戸
庄
三
に
よ
っ
て
な
ざ
れ
て
い

　
る
。
例
え
ば
、
「
滋
賀
県
に
お
け
る
明
治
ニ
終
年
竃
村
合
併
の
地
理
学
的
研
究
」

　
金
沢
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
社
会
）
一
三
、
一
九
六
五
年
、
闘
七
一
六
〇
頁
。

　
ま
た
一
九
六
〇
年
代
に
集
巾
し
た
こ
の
種
の
地
理
学
的
研
究
の
展
望
に
つ
い
て
は
、

　
井
戸
庄
三
「
曙
治
地
方
自
治
捌
の
成
立
過
程
と
町
村
合
併
」
人
文
地
理
二
一
i

　
五
、
一
九
六
九
年
、
二
九
一
五
三
頁
を
参
照
。

②
　
大
石
嘉
一
郎
『
日
本
地
方
行
政
財
史
序
説
1
自
由
民
権
運
動
と
地
方
自
治
制

　
…
臨
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
一
年
、
三
九
一
頁
お
よ
び
三
九
罎
－
三
九
五
頁
。

　
法
制
史
学
の
分
野
で
同
様
の
見
解
に
立
つ
も
の
と
し
て
、
大
島
美
津
子
「
地
方
制

　
度
（
法
体
制
確
立
期
と
鵜
飼
信
成
他
編
『
講
座
日
本
返
代
法
発
達
史
8
』
勤
章
書

　
房
、
一
九
五
九
年
、
一
一
七
四
頁
。

⑧
例
え
ば
、
本
多
耕
治
「
町
村
制
施
行
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題
－
新
潟
県
中
頸

　
城
郡
西
郷
村
の
場
合
i
」
地
方
史
研
究
一
二
i
二
、
　
一
九
六
二
年
、
　
一
一
一
七

　
頁
。
掻
卵
庄
一
二
「
山
口
県
に
お
け
る
明
治
二
二
年
行
政
町
村
の
成
立
過
程
」
西
村

　
睦
男
編
『
藩
領
の
歴
史
地
理
－
萩
藩
一
』
大
腿
堂
、
一
九
六
八
年
、
～
七
〇
…
一

　
九
三
頁
。

④
中
村
政
則
「
天
皇
舗
国
家
と
地
方
支
配
」
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
編

　
『
講
座
日
本
歴
史
8
転
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
、
三
五
－
八
型
頁
。

⑥
　
石
川
一
三
夫
『
近
代
絹
本
の
名
媚
家
と
自
治
－
名
誉
職
制
度
の
法
社
会
史
的
研

　
究
i
隔
木
鐸
社
、
一
九
八
七
年
、
一
五
七
－
一
六
八
頁
。

⑥
稲
田
陽
一
『
地
方
自
治
と
そ
の
原
点
』
木
鐸
社
、
一
九
八
八
年
、
二
五
九
一
工

　
六
一
頁
。

⑦
　
大
石
嘉
～
郎
『
近
代
日
本
の
地
方
慮
治
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
、

3　（149）



四
七
一
四
入
頁
。

⑧
賀
州
隆
行
「
地
方
改
良
運
動
の
社
会
的
基
盤
」
歴
史
学
研
究
四
〇
八
、
一
九
七

　
四
年
目
一
八
－
三
二
頁
。

⑨
　
a
佐
々
木
豊
「
地
方
自
治
制
度
確
立
期
に
お
け
る
行
政
村
と
地
主
的
土
地
支
配

－
…
福
岡
県
浮
羽
郡
町
村
是
調
査
を
審
例
と
し
て
一
」
農
村
研
究
五
一
、
一
九
八
○

　
年
、
二
畷
一
三
四
頁
。
b
佐
六
木
豊
「
地
方
改
良
運
動
期
に
お
け
る
行
政
村
と
地

　
主
的
土
鞄
支
配
－
福
岡
県
浮
羽
郡
第
二
園
町
村
是
調
査
を
寮
例
と
し
て
i
」
農
村

　
研
究
五
二
、
一
九
八
一
年
、
四
四
i
五
五
頁
。

⑩
こ
う
し
た
研
究
動
向
に
対
す
る
数
少
な
い
批
判
的
研
究
は
、
例
え
ば
山
田
正
浩

　
「
学
区
財
産
の
蓄
積
…
地
方
行
政
の
施
行
と
村
落
の
対
応
の
一
例
、
奈
良
県
の
竣

　
例
を
中
心
に
一
」
史
林
五
工
一
工
、
晶
九
穴
九
年
、
一
～
七
i
一
五
九
頁
。
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二
　
研
究
対
象
地
域
お
よ
び
資
料

　
明
治
地
方
自
治
制
は
、
法
制
度
的
に
は
明
治
二
二
年
公
布
の
市
制
・
町
村
制
お
よ
び
二
三
年
公
布
の
府
県
制
・
郡
制
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
両

制
度
は
特
に
各
級
議
会
議
員
の
選
挙
・
被
選
挙
権
に
お
い
て
重
層
的
な
関
係
を
有
し
て
お
り
、
町
村
の
領
域
を
越
え
た
土
地
所
有
の
拡
大
や
地

主
の
経
済
的
あ
る
い
は
政
治
的
活
動
を
見
る
上
で
も
、
郡
域
を
研
究
対
象
地
域
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
町
村
制
以
後
の
行
政
村
の
領
域
と
地
主
的
土
地
所
有
と
の
関
係
を
検
討
す
る
上
で
、
土
地
所
有
関
係
を
も
含
め
た
、
町
村
を
単
位
と

す
る
郡
内
経
済
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
が
不
可
欠
で
あ
る
。
本
稿
は
そ
の
資
料
と
し
て
『
町
村
是
』
を
用
い
る
。
町
村
是
は
行
政
村
の
財

政
の
実
態
に
つ
い
て
も
有
益
な
情
報
を
提
供
す
る
。
地
主
の
経
済
的
・
政
治
的
活
動
に
つ
い
て
は
同
時
期
の
高
額
所
得
者
や
地
方
議
会
議
員
に

関
す
る
各
種
資
料
を
活
用
し
て
い
く
。

・、

ｳ
て
、
町
村
是
と
は
人
口
、
土
地
所
有
、
産
業
、
財
政
等
の
現
況
分
析
と
そ
れ
に
基
づ
く
町
村
発
展
の
た
め
の
将
来
構
想
と
か
ら
な
る
、
町

村
を
単
位
と
し
た
経
済
改
革
の
た
め
の
計
画
書
で
あ
る
。
町
村
是
調
査
は
明
治
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
全
国
各
地
で
行
な
わ
れ
、
そ
の
結
果

は
『
町
村
是
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
町
村
是
の
編
纂
は
、
農
商
務
省
官
僚
で
あ
り
『
興
業
意
見
』
を
著
し
た
前
田
正
名
を
最
高
指
導
者
と
す

る
地
方
産
業
振
興
運
動
と
し
て
明
治
二
〇
年
代
に
そ
の
端
緒
を
見
た
。
全
道
で
最
初
に
町
村
是
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
明
治
二
七
年
の
福
岡
県
浮

羽
郡
（
当
時
は
生
葉
郡
と
竹
野
郡
の
二
郡
か
ら
な
り
一
つ
の
郡
役
所
の
も
ど
に
統
轄
さ
れ
て
い
た
）
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
当
時
の
郡
長
田
中
慶
介
は
前
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原図は縫製20万分の1地図「小創および「熊本」（いずれも明治22年・陸地測量部輯製）

田
正
名
の
腹
心
で
あ
り
、
田
中
に
よ
る
町
村

是
調
査
の
実
施
は
前
田
の
構
…
想
を
具
体
的
に

実
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
浮
羽
郡
に
お
け

る
町
村
是
調
査
は
そ
の
後
明
治
四
〇
年
・
に
も

地
方
改
良
運
動
の
展
開
の
中
で
再
度
実
施
さ

れ
た
。

　
本
稿
で
は
浮
羽
郡
で
実
施
さ
れ
た
こ
れ
ら

町
村
是
調
査
の
結
果
（
一
橋
大
学
経
済
研
究
所

日
本
経
済
統
計
情
報
セ
ン
タ
…
所
蔵
）
を
利
用
す

る
、
町
村
是
請
査
の
様
式
や
記
載
内
容
の
具

体
的
な
検
討
は
既
に
佐
浸
細
論
や
大
橋
博
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
が
参
照
す

る
浮
羽
郡
内
の
町
村
是
の
内
容
に
つ
い
て
若

干
の
説
明
を
加
え
て
お
き
た
い
。

　
各
町
村
是
と
も
郡
内
で
統
一
さ
れ
た
様
式

に
基
づ
い
て
調
査
項
目
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
町
村
是
は
大
き
く
現
況
の

部
と
将
二
米
の
部
に
分
か
れ
て
お
り
、
特
に
本

稿
が
分
析
す
る
現
況
の
部
の
記
載
項
倒
は
人
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（旧生葉郡）

ユ．星野村

2。姫治村
3．19】　春季ケ

4，大石村
5．千　 脅三季重

6．椿・1’一村

7．浮羽村

8．福富村

9．江南村

0．古井町

G臼竹野郡＞

1．船越村

2．水分村
3．柴刈村’

4。川会村

5．竹野村

6，水縄村
7．巨1三玉三画し闘∫
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ム
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、
程
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@
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総

2
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5km0

注）星野村は畷台29年に八女郡へ編入。

図2　浮羽郡の町村

位
置
す
る
町
村
で
は
水
田
が
卓
越
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

水
位
が
低
く
、
灌
概
は
小
河
川
や
溜
め
池
、

と
洪
水
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
。

か
ら
取
水
す
る
大
石
堰
が
築
か
れ
、 　

　
　
　
　
扇
端
か
ら
の
湧
水
に
頼
る
以
外
に
な
く
、

浮
羽
郡
で
は
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
今
の
吉
井
町
に
あ
た
る
江
南
地
区
の
五
人
の
庄
屋
を
中
心
に
筑
後
川
左
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
大
石
水
道
が
完
成
し
て
以
来
、
平
野
の
灌
概
が
可
能
に
な
っ
た
。

口
、
土
地
、
生
産
、
消
費
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
、
各
町
村
の
経
済
の
実
態
を
詳

　
　
　
　
　
　
②

細
に
伝
え
て
い
る
。
侃
し
、
佐
々
木
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
調
査
が

統
一
的
な
様
式
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
た
と
は
い
え
、
指
標
算
出
の
基
準
や
年

次
が
各
町
村
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
統
計
処
理
や
町
村
間
の
比
較
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
癒
い
。
本
稿
で
も
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
き
次
章
以
下

の
考
察
を
進
め
て
い
く
。
個
々
の
調
査
項
目
や
指
標
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
次

章
以
下
の
考
察
の
過
程
で
取
り
上
げ
、
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
次
に
、
本
論
に
入
る
前
に
浮
羽
郡
に
つ
い
て
地
理
的
歴
史
的
な
概
観
を
得
て

お
き
た
い
（
図
－
．
図
2
参
照
）
。
福
岡
県
浮
羽
郡
は
明
治
二
九
年
に
生
葉
郡
（
星

野
村
を
除
く
）
と
竹
野
郡
が
合
併
し
て
成
立
し
た
筑
後
川
左
岸
中
流
域
、
水
縄

（
耳
納
）
山
地
の
北
麓
に
位
置
す
る
郡
で
あ
る
（
以
下
「
浮
羽
郡
」
と
表
記
す
る
）
。

筑
後
川
中
流
平
野
は
、
北
東
部
の
三
郡
断
層
崖
と
水
縄
断
層
崖
お
よ
び
久
留
米

・
筑
紫
野
を
結
ぶ
線
の
間
に
三
角
形
状
の
陥
没
を
し
た
平
野
で
あ
る
。
水
縄
山

地
の
断
層
崖
は
北
麓
の
筑
後
川
の
氾
濫
源
に
向
か
っ
て
小
扇
状
地
を
つ
く
り
、

　
　
　
　
　
　
　
④

東
西
に
続
い
て
い
る
。
明
治
二
六
年
調
査
か
ら
は
、
筑
後
沿
岸
の
沖
積
平
野
に

こ
の
地
域
は
条
里
制
の
遺
溝
を
も
つ
開
発
の
古
い
平
野
で
あ
る
が
、
筑
後
川
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
藪
や
林
な
ど
未
開
発
の
部
分
も
多
く
、
絶
え
ず
干
ば
つ
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浮
羽
郡
域
は
元
和
六
年
（
～
六
二
〇
）
以
降
、
久
留
米
藩
有
馬
氏
領
と
な
っ
た
が
、
筑
後
川
の
治
水
は
久
留
米
藩
に
と
っ
て
難
事
業
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

度
重
な
る
水
害
と
干
害
は
藩
財
政
の
窮
乏
を
も
た
ら
し
、
久
留
米
藩
は
こ
れ
を
脱
却
す
る
た
め
に
商
品
作
物
の
栽
培
を
奨
励
し
た
。
浮
羽
郡
で

は
菜
種
、
櫨
、
甘
藷
、
米
、
小
難
を
原
材
料
と
す
る
製
油
、
製
蠣
、
砂
糖
業
、
酒
造
、
醤
油
業
等
が
久
留
米
藩
勧
業
政
策
を
背
景
に
発
展
し
て

　
⑦

い
た
。
明
治
二
七
年
に
町
村
是
調
査
の
結
果
を
集
成
し
た
『
福
岡
県
生
葉
竹
野
郡
是
』
に
は
「
人
照
五
萬
八
千
絵
人
ア
リ
人
煙
頗
ル
稠
密
ナ
リ

…
…
（
筑
後
川
）
沿
岸
ノ
地
ハ
地
味
膏
映
ニ
シ
テ
殊
二
米
、
饗
、
疏
菜
二
適
セ
リ
」
（
穴
丁
、
カ
ッ
コ
内
は
筆
者
）
と
あ
り
、
主
要
産
業
で
あ
る
農
業

に
つ
い
て
は
「
茶
、
桑
、
藍
、
縄
簾
、
甘
藷
、
西
瓜
、
南
瓜
、
馬
鈴
薯
、
玉
蜀
黍
ノ
類
ノ
如
キ
皆
ナ
生
産
セ
ザ
ル
ハ
ナ
ク
殊
二
米
、
麦
、
粟
其

他
雑
穀
ノ
類
二
一
盆
リ
テ
ハ
岡
定
由
貫
二
本
郡
主
要
ノ
産
物
タ
リ
製
竹
茶
、
製
糖
ノ
如
キ
將
タ
養
　
蚕
叢
小
ノ
如
キ
亦
之
が
改
白
沢
ヲ
企
圖
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
甘
糟
成

績
殊
二
見
ル
ベ
キ
モ
ノ
ア
リ
」
（
八
丁
）
と
あ
る
。

①
　
前
掲
佐
々
木
a
、
b
お
よ
び
依
々
木
器
「
町
村
是
調
査
の
様
式
と
基
準
」
農
村

　
研
究
五
〇
、
一
九
八
O
年
、
九
九
－
一
一
二
頁
。
大
橋
博
『
地
方
産
業
の
発
展
と

　
地
主
鯛
』
臨
川
書
店
、
一
九
八
二
年
、
一
九
五
一
｛
＝
○
頁
。

②
　
明
治
二
六
年
調
査
の
『
吉
井
町
是
』
現
況
の
部
は
、
総
論
、
員
数
、
反
別
地

　
租
、
貸
借
金
、
生
産
額
（
農
業
部
、
商
業
部
、
雑
商
ノ
部
、
職
工
ノ
部
、
労
働
ノ

　
部
）
、
消
費
額
（
食
品
ノ
部
、
雑
品
ノ
部
、
肥
料
ノ
部
）
、
生
産
消
費
比
較
表
、
負

　
担
額
、
総
計
算
、
以
上
九
項
目
か
ら
溝
成
さ
れ
て
い
る
。

③
明
治
二
六
年
調
査
で
は
「
各
町
村
の
調
査
は
永
松
茂
州
等
の
郡
書
記
が
統
一
的

　
に
実
施
し
て
い
っ
た
も
の
の
、
調
査
期
間
が
明
治
二
六
年
か
ら
二
七
年
に
わ
た
る

　
た
め
、
例
え
ば
町
村
総
面
積
「
総
反
別
」
あ
る
い
は
地
租
の
基
準
が
異
な
る
な

　
ど
、
町
村
間
の
単
純
な
比
較
に
は
若
干
の
疑
問
が
残
る
」
（
前
掲
佐
々
木
a
、
　
二

　
穴
－
二
七
頁
）
。

④
　
日
本
地
誌
研
究
所
『
日
本
地
誌
1
9
九
州
地
方
総
論
・
福
岡
県
』
二
宮
書
店
、
一

　
九
七
九
年
、
四
三
二
頁
。

⑤
　
同
、
囚
三
五
頁
。

⑥
同
、
四
三
三
頁
。

⑦
　
前
掲
佐
々
木
a
、
二
八
頁
。

箆
　
浮
羽
郡
に
お
け
る
土
地
所
有
の
空
間
的
展
開
と
経
済
構
造

　
本
章
で
は
浮
羽
郡
に
お
け
る
土
地
所
有
の
空
間
的
展
開
を
、
町
村
の
領
域
を
越
え
て
拡
が
る
所
有
の
出
入
関
係
と
し
て
捉
え
、

把
握
と
農
村
部
で
の
商
品
作
物
生
産
と
の
係
り
、
お
よ
び
浮
羽
郡
の
地
主
制
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

そ

の
実
態
の
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（
【
）
　
土
地
所
有
の
空
間
的
展
開
と
小
作
料
収
支

　
明
治
二
六
年
の
浮
羽
郡
に
お
け
る
町
村
別
の
土
地
所
有
出
入
関
係
は

表
1
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。
郡
外
市
町
村
か
ら
の
郡
内
へ
の
入
所
有
は

三
三
六
町
（
郡
総
面
積
の
四
・
三
％
）
、
で
み
り
、
郡
外
へ
の
出
所
有
は
一

　
　
　
　
　
　
　
①

三
六
町
で
あ
る
の
で
、
土
地
所
有
の
出
入
関
係
は
郡
内
で
ほ
ぼ
完
結
し

て
い
る
と
み
て
よ
い
。
表
1
か
ら
は
農
村
部
に
お
い
て
入
所
有
が
出
所

有
を
次
ぎ
く
上
回
り
、
逆
に
吉
井
町
と
田
主
丸
町
に
お
い
て
は
出
所
有

が
入
所
有
を
凌
駕
し
て
い
る
こ
乏
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
出
所
有
の
規

模
は
両
町
自
体
の
面
積
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
明
治
二
六
年
調
査
の
『
福
岡
縣
統
計
書
』
に
よ
れ
ば
、
浮
羽
郡
の
閉

畑
小
作
地
率
は
六
㌫
・
九
％
で
あ
り
、
県
内
に
お
け
る
郡
市
別
の
小
作

地
率
で
は
最
も
高
い
部
類
に
属
す
る
。
つ
ま
り
、
浮
羽
郡
は
当
時
地
主

小
作
関
係
が
高
度
に
展
開
し
、
地
主
に
よ
る
土
地
集
積
が
進
行
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
土
地
所
有
の
出
入
は
必
ず
し
も
寄
生
地
主
的
土
地

有
を
意
味
し
な
い
が
、
両
町
の
地
主
㌃
よ
る
出
所
有
の
規
模
は
傑
出
し

蓑1　町村胴土地所有状況（開治26年） （単位：反）

町村名i総両積i入所有i同率％1差引1出所有i所有面積

9，393

11，227

5，094

2，953

3，780

1，907

1，912

6，796

3，533

1　i一　，089

4，844

3，138

4，139

4，585

8，204

7，958

4，949

7
魏
国
論
躍
㎜
一
働
説
粥
蹴
娚
㎝
七
一
鵬
鵬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
　
　
　
　
　
　
L
　
　
　
　
a

9，368

10，945

4，292

2，346

2，902

1，659

1，721

6，175

2，841

1，110

4，491

2，655

3，528

3，le4

7，658

7，762

1，749

、
聡
詑
腿
a
5
α
6
鴇
鴇
a
3
茸
印
”
α
β
砿
M
銘
a
ρ
5
0

1
1
2
1
4
4
3
1
3
1
3
3
2
2
1
1
1

鵬
㎜
干
鰯
鵬
鵬
一
一
鵬
㎜
謝
偽
郡
珊
㎜
鰯
㎜

L
1
り
し
　
　
　
L
　
L
「
」
　
L
　
L
　
　
　
a
　
L
1
り
し
「
」
1
↓

10，744

12，467

5，389

2，811

4，885

3，182

2，747

7，378

4，159

1，332

6，719

3，828

4，656

4，274

8，881

9，128

2，055

星野村
姫治村
山春村
大石村
千年村
椿子村
浮羽村
邑富村
江南村
吉井町
船越村
邑分村
柴刈村
川会村
竹野村
水縄村
田主メL田了

注）　各町村是調査書より集計。「所有面積」は「総面積」から「入所有」

　を引き，「出所有」を加えたもの。
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て
お
り
、
彼
ら
に
よ
る
周
辺
農
村
の
土
地
集
積
が
進
ん
で
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
町
村
是
は
こ
の
よ
う
な
土
地
所
有
の
出
入
関
係
に
つ
い
て
、
地
和
幣
の
所
有
地
面
積
に
地
目
ご
と
の
小
作
料
に
相
当
す
る
単
価
を
掛
け
合
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
「
余
米
」
額
と
し
て
計
上
し
て
い
る
。
出
所
有
・
入
所
有
は
必
ず
し
も
小
作
地
の
所
有
と
は
い
え
ず
、
出
耕
作
・
入
耕
作
の

実
態
が
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
正
確
な
小
作
料
の
収
支
は
得
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
明
治
二
六
年
調
査
で
は
耕
作
の
出
入
関
係
に
つ
い
て
調
査
さ
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れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
年
次
に
関
し
て
は
千
弄
代
金
の
収
支
だ
け
を
も
と
に
考
察
を
行
な
う
。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
土
地
所
有
の
錯
綜
は
郡
内
町
村
の
経
済
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
表
2
は
明
治
二
六
年
調
査

に
お
け
る
各
町
村
是
の
「
総
決
算
」
の
中
の
各
項
團
を
対
応
さ
せ
て
差
額
を
算
出
し
、
余
米
代
金
の
差
額
を
さ
ら
に
差
し
引
く
形
で
歳
出
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
総
計
を
表
示
し
て
い
る
。
表
2
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
余
米
代
金
の
差
額
は
吉
井
・
田
主
丸
両
町
に
お
い
て
著
し
く
大
き
く
、
両
町
の
生
産

（単位：円）表2　町村別「総決算」の状況（明治26年）

一
疋
D

総
僻

税負担額
　　　（D）

一　12，220

一　12，866

一　2，797

　　　2，006

一　10，989

一　2，152

　　　1，859

　　　3，565

　　　　886

　　60，052

一　6，095

一　3，286

一・@7，531

　　18，277

　　　2，582

一　5，424

　　35，821

5，494

4，637

7，938

5，491

9，757

4，909

3，827

6，614

7，016

17，224

8，314

6，006

6，378

6，l13

6，939

6，879

7，874

差額小計
（阜さB）

6，726

8，229

5，146

7，497

1，232

2，753

5，686

10，179

7，902

77，276

2，219

2，720

1，153

24，390

9，52工

1，455

43，695

鱗代劃利引導町村矧鑛鵯

1，557

　　481

　　223

　　834

2，768

　　486

　　184

　　676

　　672

18，591

　　265

　　230

　　88S

　　396

　　934

　　236

5，970r

5，e37

6，629

1，831

2，646

10，819

10，510

5，781

4，807

8，195

70，889

18，708

6，474

4，224

　　322

2，973

3，418

2エ，370

星野村i－　132
姫治村i－1，119
　　　i
峯1藤

野子村i
　　　　浮羽村i
　　　　福蜜村i

江南村i

船越棚
水分村1

柴刈村｝

騰創
水縄村】
田主丸町i

7，200

5，686

6，819

13，749

11，651

15，662

15，425

吉　井　田T　i－12，204

21，192

8，964

2，工83

25，108

11，560

5，ユ09

i6，350

注）　A竺生産額一消費額，B＝他町村から納められる余米代金一他町村
　へ納める余米代金，C・＝貸金利子一借金利子。各町村是調査書より作成。

消
費
差
額
、
利
子
差
額
を
上
回
っ
て
い
る
。
両
町
を
一
つ
の
経
済

単
位
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
一
塁
代
金
は
、
町
村
是
調
査
で
把

握
さ
れ
る
収
支
関
係
の
中
で
最
大
規
模
の
収
入
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
逆
に
入
所
有
が
出
所
有
を
上
回
る
周
辺
農
村
部
で
は
余

米
代
金
の
差
額
は
マ
イ
ナ
ス
を
示
し
、
そ
の
よ
う
な
村
で
は
生
産

消
費
差
額
の
黒
字
分
が
栢
殺
さ
れ
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
る
。
各
町

村
の
出
所
有
の
総
面
積
（
二
一
、
一
八
○
反
）
に
対
す
る
吉
井
町
の

出
所
有
（
九
、
九
七
九
反
）
の
割
合
は
四
七
・
一
％
、
　
田
主
丸
町

（
三
、
二
〇
三
反
）
は
一
五
・
一
％
で
あ
る
。
　
先
述
し
た
よ
う
に
土

地
所
有
の
出
入
関
係
は
郡
内
で
ほ
ぼ
完
結
し
て
い
る
の
で
、
両
町

の
出
所
有
は
郡
内
他
村
へ
の
入
所
有
と
考
え
て
よ
い
。
具
体
的
な

土
地
所
有
関
係
は
町
村
是
調
査
か
ら
把
握
で
き
な
い
が
、
理
論
的

に
は
農
村
部
に
お
け
る
入
所
有
面
積
の
六
〇
％
程
度
は
両
町
の
地

主
に
よ
る
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
土
地
所
有
関
係
を
通
し
て
、
両
町
内
の
地
主
に
よ
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署3　田幽所有に対する米出耕作の潮合（明治40年）

町村名 岡有・1出雛・1・／・

㎝
晒
価
㎜
㎝
㎜
僻
鷹
幟
㎜
聯
㎜
鵬
㎜
皿

91反

137

鋤
川
謝
5
9
脳
1
2
燭
9
1
翔
繊
鵬
脳
8
4

6，698反

2，771

　971

　757

　613

　570

　562

　486

　477

　283

　256

　173

　　96

　　96

　　49

町
町
村
袋
鼠
村
出
村
村
原
子
全
村
村
村

邑
比
年
書
分
嚢
南
轟
撃
羽

音
田
圃
千
柴
竹
水
山
大
江
福
水
船
椿
浮

注）反未満切捨。

有
は
八
三
八
反
か
ら
二
、
一
〇
八
反
へ
と
増
加
し
て
お
り
、

ら
は
、
殆
ど
の
町
村
に
お
い
て
田
の
出
所
有
あ
る
い
は
入
所
有
面
積
が
増
加
し
土
地
所
有
関
係
の
錯
綜
し
た
状
態
が
窺
わ
れ
る
。

主
丸
両
町
の
町
是
に
よ
れ
ぽ
、
明
治
四
〇
年
に
吉
井
町
の
地
主
が
町
外
に
所
有
す
る
田
の
九
三
・
三
％
は
郡
内
に
存
在
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

じ
く
八
九
・
七
％
が
郡
内
に
存
在
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
小
作
米
収
入
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
両
町
は
依
然
と
し
て
郡
内
に
依
存
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
明
治
四
〇
年
調
査
で
は
耕
作
の
出
入
関
係
に
つ
い
て
も
調
査
さ
れ
て
い
る
の
で
、
出
所
有
が
ど
の
程
度
ま
で
小
作
地
と
見
倣
し
う
る
か
を
推

定
す
る
た
め
に
表
3
を
あ
げ
て
お
く
。
出
耕
作
は
必
ず
し
も
出
所
有
に
係
る
土
地
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
表
3
で
は
田
の

嵐
所
有
と
出
耕
作
と
の
聞
に
は
一
定
の
関
係
が
看
取
さ
れ
る
。
即
ち
、
田
の
出
所
有
の
大
き
い
町
村
で
は
出
耕
作
の
規
模
が
小
さ
く
、
町
村
外

　
っ
て
町
外
か
ら
得
ら
れ
る
余
米
収
入
は
実
際
の
町
経
済
に
お
い
て
も
大
き
な
部

　
分
を
占
め
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
土
地
所
有
関
係
に
付
随
す
る
と

　
考
え
ら
れ
る
貸
借
金
利
子
の
収
支
を
加
算
す
る
と
、
そ
の
規
模
か
ら
こ
れ
ら
の

　
非
生
産
的
収
益
が
両
町
経
済
を
特
徴
づ
け
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
が
理
解

　
で
き
る
。

　
　
次
に
、
土
地
所
有
関
係
の
推
移
に
つ
い
て
、
小
作
米
収
支
に
直
接
係
る
田
の

　
所
庸
関
係
を
中
心
に
検
討
し
て
み
た
い
。
各
年
次
の
調
査
結
果
を
集
計
し
た
浮

　
羽
郡
是
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
六
年
か
ら
四
〇
年
の
間
に
郡
外
市
町
村
か
ら
の
入

　
所
有
は
三
、
三
六
〇
反
か
ら
三
、
〇
七
〇
反
に
若
干
減
少
し
て
い
る
の
に
対
し

　
て
、
嘉
島
へ
の
出
所
有
は
一
、
三
六
六
反
か
ら
一
一
、
五
一
三
反
へ
と
大
幅
に

　
増
加
し
て
い
る
（
そ
の
大
部
分
は
山
林
で
あ
る
）
。
こ
の
う
ち
田
の
郡
外
へ
の
出
所

土
地
所
有
関
係
の
広
域
的
展
開
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
両
年
次
の
調
査
結
果
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
井
町
・
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
主
丸
町
で
は
同
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⑤

に
所
有
さ
れ
る
土
地
は
地
主
の
耕
作
を
伴
わ
な
い
小
作
地
と
し
て
の
性
格
が
強
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
で
は
、
両
町
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
土
地
収
益
は
実
際
の
両
町
経
済
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
佐
々
木
豊
は

明
治
二
六
年
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
吉
井
町
を
中
心
と
し
た
門
吉
井
銀
扁
と
称
せ
ら
れ
る
近
世
以
来
の
商
人
・

高
利
貸
資
本
が
、
地
租
改
正
後
の
土
地
投
資
の
有
利
性
、
地
方
産
業
の
興
隆
と
国
内
市
場
の
拡
大
と
相
倹
っ
て
の
酒
・
蝋
・
砂
糖
・
醤
油
な
ど

の
製
造
・
販
売
の
増
大
に
よ
り
急
速
に
膨
張
し
、
周
辺
農
村
部
へ
の
土
地
支
配
を
さ
ら
に
進
め
、
商
人
・
高
利
貸
資
本
の
機
能
強
化
と
共
に
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

主
的
存
在
を
拡
大
し
て
い
た
。
あ
る
い
は
、
明
治
四
〇
年
調
査
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
水
田
の
所
有
階
層
を
み
れ
ば
、
吉
井
町
で
は
三
町
を
超

え
る
（
但
し
三
町
は
含
ま
な
い
）
所
有
階
層
は
全
戸
数
の
二
〇
・
三
％
を
占
め
る
が
、
そ
の
階
層
に
所
有
地
の
九
〇
・
五
％
が
集
中
し
、
田
主
丸

町
で
は
同
じ
所
有
階
層
（
全
戸
数
の
七
・
七
％
）
に
所
有
地
の
七
三
・
三
％
が
集
中
し
て
い
る
。
両
町
で
は
、
町
外
で
の
大
規
模
な
土
地
所
有
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
小
作
米
収
益
の
殆
ど
が
町
内
の
一
部
の
階
層
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
種
の
土
地
収

益
は
地
主
と
し
て
の
一
部
の
商
人
・
高
利
貸
資
本
の
手
に
吸
収
さ
れ
、
彼
ら
の
経
済
活
動
の
資
金
に
転
化
・
運
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
し
か
し
、
そ
う
し
た
資
金
の
運
用
は
必
ず
し
も
町
、
延
て
は
郡
経
済
全
体
の
活
性
化
に
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
浮
羽
郡
に
お

い
て
は
、
所
得
階
層
の
分
解
と
資
産
の
偏
重
に
よ
っ
て
社
会
的
不
均
等
は
拡
大
す
る
傾
向
に
あ
り
、
そ
れ
は
土
地
所
有
関
係
を
介
し
て
吉
井
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

田
主
丸
両
町
と
農
村
部
と
の
間
の
地
域
的
不
均
等
と
し
て
空
間
酌
様
相
を
も
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
（
二
）
　
郡
内
の
経
済
構
造

　
本
節
で
は
、
前
節
で
確
認
さ
れ
た
町
を
中
心
と
す
る
土
地
集
積
の
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
吉
井
町
・
田
主
丸
町
に
卓
越
す
る
商
業

機
能
を
周
辺
農
村
部
の
農
業
生
産
と
関
連
さ
せ
て
考
察
し
、
浮
羽
郡
の
経
済
構
造
を
把
握
す
る
。

　
明
治
二
六
年
調
査
に
見
ら
れ
る
町
に
お
け
る
主
要
商
業
は
表
4
の
と
お
り
で
あ
る
。
周
辺
農
村
部
の
肘
掛
生
産
と
係
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
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る
の
は
、
醤
油
製
造
業
・
酒
造
業
・
穀
物
商
・
蝋
商
お
よ
び
油
墨
で
あ
り
、
前
四
者
は
両
町
の
商
業
活
動
に
お
い
て
上
位
を
占
め
る
業
種
で
あ

る
。
　
～
方
、
表
5
か
ら
吉
井
町
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
業
種
の
原
料
仕
入
先
を
見
れ
ば
、
米
・
小
麦
・
雑
穀
・
質
実
・
菜
種
と
い
っ
た
原
料
作
物

の
郡
内
農
村
部
へ
の
依
存
率
が
非
常
に
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。
販
売
先
に
つ
い
て
も
酒
・
雑
穀
の
多
く
の
部
分
が
郡
内
農
村
部
で
消
費
さ
れ
る
。

同
様
の
傾
向
は
田
主
丸
町
に
も
認
め
ら
れ
、
両
町
の
商
業
機
能
は
商
品
作
物
の
仕
入
・
加
工
産
物
の
販
売
を
通
し
て
周
辺
農
村
部
と
密
接
な
関

表4　町における主要商業（明治26年）

　　　　　　　吉　　弁　　町
順位 ｲ種圃献聯
想1位

　2

　3
　4．

　5

　6

　7

　8

　9
　10

行
商
業
業
商
商
商
業
業
業

　
服
油
造
物
　
子
種
麗
木

銀
呉
醤
酒
穀
蟻
菓
薬
質
材

2
2
4
7
0
5
0
2
5
6

　
1
　
　
　
2
1
4

16，190円

5，350

4，853

4，702

4，158

3，644

2，646

2，400

2，130

1，620

田　主　丸　町

業劃酬稲臼
行
造
造
紳
商
商
造
屋
出
商

轍
潔
物
搬
出
灰

銀
蟹
酒
穀
呉
荒
菓
煮
巨
石

1
5
9
3
7
1
0
9
5
3

　
　
　
2
　

1
2
1

6，462円

4，826

3，440

2，728

2，117

1，517

1，505

1，387

1，339

1，044

注）　『吉井町是』17－19丁，『圏主：丸町是』11－14丁による。

　　　「料理仕出」には鳥獣肉屋を含む。

　　　表5　吉井町における主要石釧の仕入と販売（鯛治26年）

商瓢下品臓量似矧比輔品購量販売燃比率
眩油営業

酒　造　業

小蓑　　　　　郡内　84．0％　醤油

　　　339石i町内　16．0

大豆：　　　　郡内　23．9

　　　328石i町内16．5

　　　　　　：郡外　59・0

　　　i零蕎rメヨ　　21．0％

1，551石　i町Pty　　12．2

　　　i郡外67，7

塩町内9．5　　　570石i郡外　90．5

米　　i郡内99．0　酒　　i郡内51．5
　　2，147石　i震1；タ峯　　　1．0　　　　　　　　　3，24G石　；町「勺　　　14．1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　郡外　34．4

穀物屑 米　　　i郡内93．9　米　　　i郡内10．7
　　31，484石i郡外　　6．1　　　　30，532石i町内　18．O

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i郡タ峯　　71．3

雑穀　　郡内83・0　雑穀　　i郡内65・8
　　2，997佳～　i君）9タト　　17．0　　　　　　　　3，345俵　i町内　　25．9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i圏外　＆3

蝋

華

商　櫨実　　　　　郡内　81．2　　蝋

　　　1，598，553斤　i郡タト　　18．8

商 菜種 　　　，@　　；郡内
Q，476俵i郡外

68．5

QL5

油

326石

　　　　　町内
309，119斤　　郡タト

　　　　i郡内

　　　　　町内

　　　　i郡外

4．1

95．9

IL7

40．8

47．5

注）　「郡内」は「町内」を含まない。『吉井町是』42－48丁「商品輸出入

　　表」 よりf’ド，戎o
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地主的土地所有の空間的展開と明治地方自治制（山崎）

係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
そ
れ
で
は
郡
内
農
村
部
の
農
業
生
産
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
浮
羽
郡
を
単
位
と
し
た
生
産
物
の
商
品
化
と
各
町
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

に
お
け
る
同
じ
生
産
物
の
商
晶
化
の
状
況
は
表
6
に
承
さ
れ
て
い
る
。
表
6
に
お
い
て
、
明
治
二
六
年
に
生
産
余
剰
が
確
認
さ
れ
、
商
晶
化
さ

れ
て
い
る
と
見
倣
し
た
米
以
下
一
六
品
鼠
は
大
き
く
三
つ
の
グ
ル
：
プ
に
分
け
ら
れ
る
。
米
・
小
麦
・
裸
麦
・
大
麦
・
大
豆
な
ど
の
穀
物
・
豆

類
、
菜
種
・
藍
・
茶
：
田
竹
皮
・
桑
な
ど
の
特
用
（
工
芸
）
作
物
類
、
お
よ
び
酒
・
種
油
・
素
麺
・
醤
油
・
蠣
燭
∵
生
糸
な
ど
の
加
工
産
物
類

で
あ
る
。
加
工
産
物
類
の
原
料
と
な
る
作
物
の
殆
ど
は
前
二
者
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
か
ら
、
郡
内
で
生
産
さ
れ
る
穀
物
・
豆
類
や
特
用
作
物

類
の
一
部
は
こ
の
種
の
加
工
産
物
の
原
料
と
し
て
実
際
に
は
消
費
さ
れ
て
い
る
。
消
費
額
に
計
上
さ
れ
な
い
こ
れ
ら
の
消
費
分
も
郡
内
に
お
い

て
商
品
化
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
の
町
村
是
に
お
い
て
生
産
額
が
計
上
さ
れ
て
い
な
い
酒
・
種
油
・
素
麺
・
醤
濾
・

ue　6　生産物の商品化（明治26年）

生産物名　i生産超過額1商晶化率！商品化町村数

14

f
1
4
1
6
1
3
8
5
4
0
3
0
1
6
0
4
7
1
1
1
7

35．1％

42．3

46．5

66．0

16．0

72．3

75．6

68．6

58．2

1eo

23．9

94．e

53．4

24．e

　　8．0

20．7

　　　e

214，667円

34，445

29，352

18，548　．

15，842

15，011

13，182

　7，396

　7，042

　6，788

　　5，084

　3，389

　2，497

　2，055

　　　738

　　　590

　　　　0

　
　
麦
三
門
　
　
油
三
三
漉
糸
燭
上
田
　
実

米
酒
　
　
　
　
藍
茶
　
　
　
竹
　
　
　
　
　
　
桑

　
　
小
菜
裸
　
　
種
素
白
醤
生
蝋
砂
大
　
櫨

注）　「生産超過額」は各産物の生産額から消費額を引

　いたもの。「商品化率」は生産超過額の生産額に対

　する比率。両繋駕は『生葉竹野郡憂』による。

　　　「商品化町村数」は各町村是調査書において生

　産超過の認められる町村の数。

蝋
燭
と
い
っ
た
加
工
産
物
が
、
か
な
り
の
程
度
商
品
化
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
⑩

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
郡
経
済
の
特
微
は
個
々
の
町
村
の
経

済
が
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
郡
の
場
合
と
同
様
の
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

析
を
行
な
っ
た
結
果
が
表
7
で
あ
る
。
表
7
か
ら
各
町
村
ご
と

の
作
物
選
択
に
大
き
く
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
つ
は
米
を
中
心
と
す
る
穀
類
と
特
用
作
物
と
の
組
み
合
わ
せ

で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
特
用
作
物
の
み
が
商
品
化
し
て
い
る
タ

イ
プ
で
あ
る
。
こ
の
差
異
は
耕
地
率
や
業
態
の
差
異
に
起
因
し

て
お
り
、
山
間
で
耕
地
の
少
な
い
星
野
村
・
姫
治
村
と
商
業
の

卓
越
レ
た
吉
井
町
ρ
照
主
丸
町
が
後
者
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
。
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（単位：％）町村別に見た生産物の商品化（明治26年）表7
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水田率A＝70％以上，B：50～70％，　C：30～50％，　D：30％未満。
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注）

置
（
δ
O
）



地主的土地所有の空間的展開と明治地方自治舗（由崎）

　
実

数
櫨

重

・生糸・菜種

附
η
　
賜

。米・小麦

幟
唾

。藍

＠大豆

　・茶

・種油・砂糖

・白竹皮

　　　　蝋燭
醤油酒　各素麺

・。

@
牒
．

　
　
↓
≠

　　　魏蚕豆
　　　　i’”’　」r

　　・麻苧

　　　　　・粟
小」．Z

・　　・大麦

・魚類

◎煙草ま盆。石油・

器具機械・衣服
　　　，

o 　50
自　給　率

IOO　O 　　50
商　品　化　率

100％

　　　　　　　　図3　浮羽郡における生産物の商品化（明治26年）

「町村数」は当該属目の生産超過が認められる（商品化率1％以上）町村の数を示している。

商品化（自給）率は郡全体での値である。

こ
れ
ら
以
外
の
村
は
平
野
部
に
位
置
し
、
水
田
耕
作
お
よ
び
小
麦

の
裏
作
を
主
と
す
る
。

　
こ
う
し
た
生
産
条
件
以
外
に
、
さ
ら
に
ど
の
よ
う
な
要
因
が
作

物
選
択
と
係
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
図
3
は
郡
全
体
で
の
生

産
物
商
品
化
率
と
町
村
個
々
の
商
品
生
産
と
の
関
係
を
示
し
て
い

る
。
図
3
か
ら
は
図
上
に
分
布
す
る
晶
目
を
、
左
下
方
か
ら
右
上

方
へ
と
連
な
る
一
群
と
、
右
下
方
に
集
ま
る
商
品
化
率
の
高
い
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

群
と
に
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
し
う
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
、
後
者
の

一
群
に
つ
い
て
み
る
と
、
白
竹
皮
と
茶
は
表
7
か
ら
い
ず
れ
も
山

間
部
を
中
心
に
栽
培
さ
れ
る
商
品
作
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

藍
と
種
油
は
郡
内
で
局
地
的
に
生
産
さ
れ
る
特
産
物
と
加
工
産
物

で
あ
る
。
即
ち
、
こ
れ
ら
は
特
定
の
生
産
条
件
か
ら
郡
内
で
専
門

化
し
た
局
地
的
特
産
物
と
し
て
一
括
で
き
る
。

　
一
方
、
一
連
の
曲
線
を
描
く
品
目
群
は
、
郡
外
市
場
へ
の
商
品

化
率
が
高
い
品
鼠
ほ
ど
郡
内
で
普
遍
的
に
商
品
生
産
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
生
糸
と
菜
種
は
郡
外
市
場
へ
移
出
さ
れ
、

ほ
と
ん
ど
郡
内
に
流
通
し
な
い
。
米
や
小
麦
な
ど
の
穀
類
も
町
村

で
の
商
品
化
率
が
郡
で
の
商
品
化
率
よ
り
相
対
的
に
高
い
と
見
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
町
を
中
心
と
す
る
郡
内
の
町
村
で
消
費
さ
れ
る
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⑬

以
外
は
郡
外
へ
移
出
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
下
、
晶
目
の
郡
外
商
品
化
率
が
下
が
る
に
つ
れ
、
郡
内
の
当
該
品
目
の
生
産
超
過
町
村
か
ら
消
費
超
過
町
村
へ
の
郡
内
流
通
の
ウ
ェ
ー
ト

が
高
ま
っ
て
い
く
も
の
と
見
ら
れ
る
。
図
3
に
お
い
て
、
商
品
化
率
○
％
（
自
給
率
一
〇
〇
％
）
前
後
を
示
す
エ
リ
ア
に
入
る
大
豆
や
画
集
類
は

主
に
郡
内
市
場
を
流
通
し
、
郡
内
町
村
間
の
生
産
と
消
費
が
ほ
ぼ
均
衡
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
こ
れ
よ
り
も
や
や
自
給
率
の
低
い
碗

豆
・
蚕
豆
・
大
麦
は
表
7
か
ら
各
町
村
内
で
自
給
さ
れ
る
作
物
と
見
ら
れ
、
こ
れ
ら
が
流
通
す
る
郡
内
帯
場
は
形
成
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
慮
給
率
の
低
い
品
副
は
優
良
市
場
か
ら
の
移
入
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
各
町
村
の
作
物
選
択
は
商
品
作
物
の
郡
外
商
品
化
率
、
換
書
す
れ
ば
郡
外
市
場
で
の
作
物
の
販
売
価
値
と
い
う

経
済
原
則
に
大
き
く
左
右
さ
れ
て
い
る
と
書
え
る
で
あ
ろ
う
。
表
7
か
ら
も
、
米
を
中
心
と
す
過
穀
類
と
特
用
作
物
の
組
み
合
わ
せ
を
も
つ
水

田
主
体
の
平
地
村
で
は
、
米
・
小
麦
・
菜
種
・
裸
麦
・
生
糸
（
お
よ
び
櫨
実
）
と
い
う
作
物
構
成
が
共
通
し
て
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
浮
羽
郡
の
場

合
、
農
村
部
に
お
い
て
水
田
耕
作
を
阻
害
す
る
条
件
が
な
い
限
り
、
作
物
生
産
は
顕
著
な
商
贔
化
を
指
向
す
る
の
で
あ
る
。
同
仁
に
、
ご
く
一

部
の
自
給
産
物
を
除
き
、
消
費
超
過
産
物
を
郡
内
外
の
布
場
か
ら
購
入
す
る
こ
と
が
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
。

　
以
上
が
明
治
ニ
ヒ
六
年
に
見
ら
れ
た
浮
羽
郡
の
農
村
部
に
お
け
る
商
品
経
済
の
実
情
で
あ
り
、
郡
内
外
に
展
開
す
る
経
済
流
通
の
中
に
深
く
組

み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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（
三
）
　
漂
羽
郡
の
経
済
構
造
と
地
主
制

　
明
治
中
期
の
浮
羽
郡
に
お
け
る
商
品
経
済
の
発
展
は
、
田
畑
小
作
地
率
六
〇
％
以
上
と
い
う
高
率
が
示
す
よ
う
な
地
主
制
進
展
の
基
盤
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
高
度
に
展
開
し
た
浮
羽
郡
の
地
主
制
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
町
方
の
地
主
に
よ
る
大
規
模
な
土
地
集
積
で
あ
る
。
つ

ま
り
同
郡
に
お
い
て
、
商
品
経
済
の
進
展
に
よ
る
一
般
的
な
地
主
－
小
作
関
係
と
い
う
垂
直
的
階
層
分
解
と
、
商
人
・
高
利
貸
資
本
の
活
動
に

伴
う
都
市
一
農
村
間
の
い
わ
ば
空
間
的
な
階
層
分
解
が
認
め
ら
れ
る
。
明
治
中
期
に
お
孕
る
浮
羽
郡
の
経
済
構
造
は
、
こ
の
よ
う
な
二
重
の
経



済
階
層
分
解
の
複
合
体
と
し
て
把
握
さ
れ
う
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
こ
こ
で
は
地
主
の
空
間
的
分
布
と
そ
の
経
済
的
属
性
に
着
目
し
、
浮
羽
郡
の
地
主
制
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
表
8
か
ら
、
明
治
一
三

年
の
年
間
所
得
金
額
三
〇
〇
円
以
上
の
高
額
所
得
春
二
五
〇
名
の
分
布
に
は
特
定
の
町
村
、
特
に
吉
井
・
田
主
丸
両
町
へ
の
集
中
が
認
め
ら
れ
、

そ
の
傾
向
は
高
額
所
得
者
の
上
層
ほ
ど
顕
著
で
あ
る
。
最
上
位
か
ら
階
層
別
に
見
て
い
く
と
、
第
四
層
に
高
額
所
得
者
の
最
初
の
集
中
が
見
ら

れ
る
。
第
三
層
か
ら
こ
の
階
層
に
か
け
て
高
額
所
得
者
の
分
布
が
郡
内
全
域
に
認
め
ら
れ
、
農
村
部
の
最
上
位
の
所
得
階
層
が
こ
こ
に
含
ま
れ

地主的土地所有の空間的展開と明治地方自治制（山鰺）

表8　階潜別高額所得者の分布（明治31年）　（単位：人）

磁遡i・ 2　1　3　［　4　1　5　1　6 ・｝含計

7
1
2
1
1
2
1
8
6
1
4
1
8
5
6
1
1
1
9
1
3
1
3
7
4
3
0

列3・に

1障
　14318
　ヨ

2i9
8i、1

，14
　ト3114
4i4
・巨・

213
・12
5i10

1
1
1
4
　
1
　
4
7
1
　
1

1

1

1

1

3

1

9

1

，I

　l

1

3

4

7

3

1

3

2

15

3

2

2

ユ

92

4

1

2

2

一
　
　
　
　
　
ワ
】

二
村
村
村
村
村
村
請
町
村
村
村
村
村
村
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸

治
春
石
年
子
羽
寓
南
井
越
分
刈
会
野
縄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主

翼
山
大
千
椿
浮
福
江
吉
船
水
柴
川
竹
水
田

合　　計 51　71　22　1　55　1　22　1　40　1　99　1　250

注）　階溜医分は『福岡縣一円密豪家一覧表』における「所得金高等級

　表」に基づき，階層1：年問所得金額12，000～6，500円，2：6，400～

　4，400円，3：4，30G～2、400円，4：2，300～940円，5：930～740円，

　6：730～540円，7＝530～300円とした。

る
。　

そ
こ
で
、
上
位
四
層
ま
で
の
八
九
名
に
つ
い
て
土
地
所
有
の

状
況
と
経
．
済
的
属
性
を
対
照
し
た
の
が
表
9
で
あ
る
。
こ
れ
ら

八
九
名
の
ほ
と
ん
ど
は
何
ら
か
の
形
で
土
地
を
所
有
し
、
地
主

的
性
格
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
所
得
金
額
以
外
の
属

性
が
特
定
で
き
た
者
か
ら
判
断
す
る
と
、
ま
ず
上
位
二
層
で
は

町
部
の
大
土
地
所
有
者
・
高
利
貸
資
本
が
卓
越
し
、
彼
ら
が
寄

生
地
主
化
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
地
方
銀
行
設
立
へ
の

参
画
・
出
資
は
寄
生
地
主
の
地
方
金
融
へ
の
係
り
と
し
て
一
般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

的
に
見
ら
れ
る
事
象
で
あ
り
、
地
方
鉄
道
の
建
設
や
そ
の
他
企

業
的
活
動
も
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
が
町
外
に
大
規
模

な
土
地
を
所
有
す
る
典
型
的
な
寄
生
大
地
主
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。

　
第
三
層
・
第
四
層
に
お
い
て
は
、
上
位
二
層
と
同
様
大
土
地
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発
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8
0
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富
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丸
石
年
井
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引
子
井
早
早
刈
井
井
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子
石
井
井
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石
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當
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丸
丸
丸
丸
丸
丸
越
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主
主
主
主
主
主

嫌
福
吉
吉
田
大
雄
吉
吉
柴
田
吉
浮
吉
田
古
墨
縦
様
大
害
華
船
千
摺
禰
水
水
田
田
田
芹
田
田
船

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9

9
9
9
9
9
8
8
7
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
1
圭
1
1
ま
！
1
1
1
1
1
9

1
玉
1
1
匪
1
1
1
玉
葦
韮
l
I
韮
－
玉
－
1
1
1
1
…
王
！
1
1
1
1
1
1
1
1
1
玉

0
8

5
Q
」

1

一

20，5

4．7

3．1

3
ハ
U

戸
0
2

133．2 i縫
　地主　製塩　貸金

　地童酒造　製蝋　水車　貸金
　酒造
　酒造
　地主　製蝋　貸金

　林業
　酒造
　農業？

　林業
　製蝋　製油

　畏業
　地主　煙草栽培
　医蠣
　地主　製蝋　貸金
　医師

　教師

酒造

呉fi疑

教師

養蚕

酒造　材木商

売販衡
造

量
製

度
酢

造
油
造

酒
醤
酒

地主　白金細工
酒造

鋏行B

銀行B
銀行B
銀行CCC？　運輸C　精米C
銀行A
鎮行BB　製粉A　肥料B　煙草

銀行B
銀行B
蟹行B　鉄道B
銀行B　肥料B
銀行B
銀行8

銀行BB　鉄道B

銀行B
銀行B
銀行B　肥料C
銀行B
銀行B

銀行B
肥料A
銀行C

肥料A　漁業

運輸C　精米C

銀行CC？　運幡C　肥料A　精米C
銀行C　鉄道B　運輪C
銀行A

多日行B

旧庄醗

旧庄醗

旧庄屋

旧庄屋

注）所得金額以外の属性が特定できない19名は表から除いた。点線は衷8の階周区分に準ずる。
　　No．撤の「＊」は県会もしくは郡会蹴員の経薩を持つ蔚（後掲表14参懇）。

　　継税額中の「＞IO」は千円以上であることを示す。
　　職業霧中の「地主」は所有地が10町以上，もしくは資料中に地主と明記されている者。r貸金」には質羅を含む。

　　銀行・会社役員歴中の会社名は業務内容を示しているが，肥料会歓には貸金業を霊とするものがある。アルファベットは，A：郡外に立地するかもしくは役畏に
　慶事居住者を含む企業，B：郡内に立地し，役員が郡内の挽数の町村に居住する企業．　C：郡内に立地し，立地する町村に役黄が全て居住する企業。複数のアルフ
　ァベットは複数の企業の役員を歴任したことを示す。
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年
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井
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田
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吉
吉
川
吉
田
竹
田
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吉
古
船
柴
田
千
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吉
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四
囲

所得金額
　明3王

100

87

83

79

69

64

･
6
3
5
7
5
4
4
5
4
4

3
1
9
9
9
9
7
4
3
1
1
0
8
7
6
5
5
4
4

4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2

3
6
3
且
0

2
り
白
2
9
西

所有地（旧D

明17　明20

76．4

99．6

23．2　49．9

　　　20．8

25．0　25．0

20．2

17．2　18．9

26．7　19．0

22．9　正8．6

13．9　13．2

28．0　24．4

地　儀
明31

271．0

372．8

2！8．0

！2旦．2

145．6

19S．6

116．8

124．0

206．　e

160．0

142．8

156．8

116．4

109．2

表g　高額所得者の経済的属性

納　税　類
明30　明44

　　　＞10
10．6　＞10

10．4

1e．8

＞IO

＞IO

＞IO

＞IO

＞10

＞10

職　業　歴（明44まで）

桑園・製糸場経営　櫨・茶栽培

地主　貸金
地霊　貸金
地主

地主

地主　薬種

地ま：林業　貸金：

地主

地主　酒造　林業　貸金

地主　肥料販売

地主　酒造　呉羅艮

陸軍少佐

地金
地主　押目

地主　貸金
地主　酒造　　製蝋　　貸金

地主　酒造

地主　製罐

地主

金貸造酒

造
聖
主
主

酒
服
地
服

地車
地zl三　酒造　　貸金

地：］三　醤油製造　貸金

地主　製蝋　酒遣　貸金

灘造

（金額の単位：薫円）

銀行　・会社役員腿
（明44まで，出資を含む）

銀行A
銀行BB
銀行B
銀行BC
銀行A

銀行B

製粉A　鉄道B

精米C

貸金C

銀行BB　鉄道B

銀行B　貸金C　金鉱B
銀行CC　運輪C　精米C
銀行CC　鉄道B　運輪C

銀行BB　肥料B

銀行BB　肥料B
銀行BB　製粉A　鉄道B
銀行BB　鉄道B
銀行AACC　鉄道AB　精米C
銀行AB　肥料A
銀行CC　精米C
銀行A

銀行A　肥料B
銀行AB
銀行AB
銀行ABB　鉄道B

銀行B

銀行B
肥料B
肥料B

備　　考

元士族

旧庄魔

睡大口唱

旧大庄屋

旧大庄醗

旧庄燈

㊦
膿
謡
魯
湘
悪
伴
膿
郎
諄
凝
皿
誘
謹
（
登
営
）



所
有
者
が
確
認
さ
れ
る
が
、
三
部
の
地
主
は
必
ず
し
も
金
融
（
貸
金
）
業
だ
け
に
専
門
化
す
る
の
で
は
な
く
、
酒
造
業
・
製
蠣
業
な
ど
の
商
業

に
も
従
事
し
、
商
業
資
本
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
。
農
村
部
の
地
主
の
中
に
は
旧
庄
屋
と
し
て
豪
農
の
系
譜
を
引
く
者
や
、
酒
造
業
等
の
経

営
者
も
確
認
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
階
層
に
属
す
る
地
主
は
寄
生
地
主
と
し
て
の
性
格
を
示
し
つ
つ
も
、
農
業
を
中
心
と
す
る
地
方
産

業
と
の
係
り
を
有
し
て
お
り
、
浮
羽
郡
経
済
の
実
質
的
担
い
手
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
浮
羽
郡
の
地
主
湖
の
特
徴
は
、
郡
と
い
う
空
間
的
レ
ベ
ル
で
見
た
場
合
、
町
と
周
辺
農
村
部
と
の
間
の
経
済
循
環
を
基
盤
に
成

長
し
た
町
部
の
葛
生
地
主
が
最
上
層
を
構
成
し
、
そ
の
下
に
農
業
を
は
じ
め
郡
内
産
業
全
般
と
係
る
豪
農
や
商
人
資
本
が
郡
内
町
村
に
広
く
分

布
し
、
各
町
村
の
経
済
を
支
配
し
て
い
く
構
図
と
し
て
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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③
『
生
葉
竹
野
郡
是
』
明
治
三
七
年
、
十
一
了
。

②
　
　
『
吉
井
町
是
』
を
例
に
と
れ
ば
、
「
総
決
算
」
の
項
團
で
は
「
歳
入
ノ
部
」
に

　
「
現
今
ノ
生
産
額
扁
、
「
他
町
村
ヨ
リ
納
入
シ
来
ル
余
米
代
金
網
、
「
貸
琶
金
利
子
」

　
が
計
上
さ
れ
、
「
歳
出
ノ
部
扁
に
は
「
現
今
ノ
消
費
額
」
、
「
現
今
ノ
負
担
額
」
、

　
「
他
町
村
二
紬
…
入
ス
ル
余
興
代
金
」
、
「
借
金
ノ
利
子
」
が
割
訂
上
さ
れ
る
。
霜
｝
税
負

　
担
額
を
示
す
「
現
今
ノ
負
担
額
」
を
除
き
、
歳
繊
入
の
各
項
目
は
樹
互
に
対
応
す

　
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
町
村
是
で
の
生
産
額
は
、
農
・
工
業
（
製
造
業
）
の
場
合
は
生
産
品
目
ご
と
の

　
生
産
量
に
生
産
物
の
単
価
を
、
商
業
の
場
合
は
業
鍾
ご
と
の
資
本
金
額
に
資
本
圃

　
罪
数
と
収
益
率
を
掛
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
求
め
ら
れ
る
。
一
方
消
費
額

　
は
、
消
費
品
目
（
食
品
・
衣
料
佐
居
・
雑
品
・
肥
料
）
個
々
の
一
入
あ
る
い
は
一

　
戸
当
り
の
年
間
消
費
量
に
総
人
口
・
総
戸
数
を
掛
け
総
消
費
量
を
算
出
し
、
そ
れ

　
に
平
目
の
単
価
を
掛
け
合
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
。
生
産
額
・
消
費
額

　
の
総
額
は
各
項
自
ご
と
に
求
め
ら
れ
た
年
間
生
産
・
消
費
額
の
合
計
で
あ
る
。

　
　
ま
た
、
町
是
に
は
「
職
工
」
の
項
霞
が
あ
り
、
こ
こ
に
分
類
さ
れ
る
手
工
業
者

　
の
生
産
額
は
、
業
糎
ご
と
の
年
間
労
鋤
日
数
に
一
日
当
り
の
賃
金
を
掛
け
る
こ
と

　
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
。
労
働
報
酬
や
絵
扇
は
年
賦
報
酬
や
年
間
収
入
に
よ
っ
て

　
表
示
さ
れ
る
。

③
側
々
の
町
村
に
つ
い
て
の
数
値
は
表
示
し
な
い
が
、
記
載
反
瀦
の
上
で
田
の
入

　
所
有
が
増
加
し
た
町
村
数
は
一
二
、
醐
所
有
が
増
加
し
た
町
村
は
一
一
で
あ
る

　
（
明
治
四
〇
年
調
査
の
村
議
が
残
存
し
な
い
艶
治
村
を
除
く
）
。

④
明
治
四
〇
年
調
査
の
『
吉
井
町
是
』
に
は
、
他
郡
市
町
村
に
所
有
さ
れ
る
土
地

　
に
つ
い
て
「
郡
内
ハ
近
村
ナ
ル
糊
…
富
、
江
申
隣
、
千
年
、
椿
子
、
浮
羽
ヲ
主
ト
シ
船
｝

　
越
山
春
姫
治
、
大
石
コ
レ
ニ
次
キ
水
分
、
水
縄
田
憲
丸
帯
モ
小
部
分
ア
リ
郡
外
ハ

　
朝
倉
胴
郡
・
穴
分
懸
、
日
田
郡
、
能
｛
本
部
球
摩
郡
、
川
守
ニ
シ
テ
郡
内
外
総
州
地
味
比
較

　
的
優
等
ノ
モ
ノ
多
ク
」
（
六
丁
）
と
あ
り
、
ほ
ぼ
郡
内
町
村
の
全
域
に
わ
た
っ
て

　
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑤
　
明
治
四
〇
年
調
査
の
『
吉
井
町
是
』
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
、
「
概

　
子
所
有
単
鋼
ノ
小
ナ
ル
モ
ノ
ハ
地
口
戸
内
二
所
要
N
シ
白
旧
作
　
ヲ
為
シ
大
ナ
ル
モ
ノ
ハ
骨
バ

　
男
爵
地
籍
内
外
二
撮
り
地
籍
外
ハ
勿
論
地
籍
内
ト
錐
モ
小
作
二
附
セ
リ
」
（
闘
丁
）
。

⑥
前
掲
佐
六
木
a
、
二
七
一
二
八
頁
。

⑦
明
治
二
六
年
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
記
し
た
『
町
村
是
調
査
実
践
録
働
は
次
の
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よ
う
に
指
摘
す
る
。

　
　
潭
N
羽
漏
出
県
下
ノ
小
・
郡
ニ
シ
テ
煎
旧
通
物
産
二
品
メ
ル
モ
仙
符
右
口
物
産
一
二
之
シ
ク
又

　
　
土
地
所
川
有
ノ
轡
象
轟
底
多
キ
モ
｛
間
工
蝿
果
フ
ル
ハ
ス
又
｛
齢
有
者
群
居
セ
ル
モ
企
業
ユ
投

　
　
盗
　
ス
ル
モ
ノ
寡
ナ
キ
郡
梼
タ
リ
故
二
　
（
中
略
）
貧
寓
ノ
縣
心
隔
甚
シ
ク
年
々
財
産

　
　
ノ
偏
重
偏
軽
ヲ
来
シ
富
者
ハ
益
々
富
ミ
貧
者
ハ
愈
々
貧
二
二
リ
ツ
・
ア
ル
ノ
状

　
　
況
ヲ
量
セ
リ
新
酒
於
テ
町
村
是
郡
是
ノ
大
方
針
ヲ
左
ノ
如
ク
決
定
セ
リ

　
　
一
　
中
産
以
下
ニ
ア
ル
多
数
ノ
農
工
商
者
二
向
テ
適
当
ノ
余
業
ヲ
興
サ
シ
ム
ル

　
　
　
コ
ト

　
　
一
一
　
L
漏
級
ノ
窟
ム
何
者
二
朗
シ
ー
ア
ハ
資
小
小
三
田
川
利
達
ノ
噌
刀
法
ヲ
轍
晒
ス
ル
コ
ト

　
　
（
以
下
略
）

　
　
（
神
谷
慶
治
監
修
『
地
方
改
良
運
動
資
料
集
成
　
第
　
巻
』
柏
書
房
、
一
九
八

　
　
穴
年
、
　
四
七
百
パ
）

⑧
『
町
村
麸
調
査
実
践
銀
』
は
ま
た
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

　
　
町
村
是
郡
是
ノ
示
ス
所
二
依
レ
ハ
全
町
村
ヲ
総
括
シ
タ
ル
郡
全
体
ノ
世
態
ハ
年

　
　
々
鹸
…
剰
…
（
拾
参
萬
四
千
弐
百
熟
語
）
ヲ
生
シ
ツ
・
ア
ル
モ
町
村
別
間
之
ヲ
見
ル

　
　
ト
キ
ハ
拾
七
ケ
町
村
ノ
内
一
一
町
｝
ケ
村
ヲ
除
ク
ノ
外
ハ
皆
歳
出
額
歳
入
額
二
超

　
　
過
シ
テ
収
支
不
足
ヲ
醸
セ
リ
之
ヲ
直
言
ス
レ
ハ
十
五
ケ
葛
縄
ニ
町
一
村
ノ
債
務

　
　
者
タ
リ
又
小
作
者
タ
ル
ノ
観
ア
リ
（
前
掲
紳
谷
、
四
三
頁
）

⑨
　
本
稿
は
郡
内
農
村
部
に
お
け
る
農
産
物
の
商
品
化
を
分
析
す
る
に
際
し
て
、
次

　
の
よ
う
な
手
法
を
用
い
た
。
『
生
葉
竹
野
郡
是
隔
か
ら
確
認
で
き
る
生
産
・
消
費

　
島
島
（
非
農
産
物
も
含
め
て
）
二
九
種
類
の
儂
々
に
つ
い
て
単
純
に
生
産
額
か
ら

　
消
費
額
を
差
し
引
き
、
余
剰
が
あ
れ
ば
そ
の
部
分
は
商
品
化
さ
れ
て
い
る
も
の
と

　
見
倣
し
、
生
産
額
に
紺
す
る
百
分
率
を
以
っ
て
商
晶
化
率
と
し
た
。

　
　
但
し
、
商
品
化
率
を
こ
の
よ
う
に
算
翻
す
る
場
合
の
問
題
点
は
、
町
村
是
に
記

　
載
さ
れ
る
消
費
が
必
ず
し
も
そ
の
町
村
で
生
産
す
る
も
の
の
消
費
と
は
限
ら
な
い

　
こ
と
（
こ
の
点
に
つ
い
て
の
指
摘
は
、
前
掲
大
橋
、
＝
ハ
七
頁
を
参
照
）
、
お
よ

　
び
加
工
産
物
の
原
料
と
し
て
消
費
さ
れ
る
部
分
が
消
費
量
に
計
上
さ
れ
な
い
こ
と

　
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
統
計
上
の
蘭
題
点
が
あ
る
に
せ
よ
、
商
品
化
さ
れ

　
る
作
物
を
特
定
し
た
り
、
商
q
聞
化
の
程
度
を
定
性
的
に
議
論
す
る
こ
と
は
可
能
で

　
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
震
た
、
こ
こ
で
い
う
「
商
品
化
」
は
、
郡
を
単
位
と
し
て
考
え
る
場
含
に
は
農

　
産
物
の
郡
外
へ
の
販
売
を
、
各
町
村
を
単
位
と
す
る
場
合
に
は
町
村
外
へ
の
販
売

　
を
意
味
す
る
も
の
と
し
た
。
後
者
の
場
合
は
郡
内
の
他
町
村
で
消
費
さ
れ
る
場
合

　
も
あ
り
、
必
ず
し
も
全
て
が
郡
外
へ
販
売
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。

⑩
　
櫨
実
は
郡
是
で
は
生
産
量
と
消
費
量
が
同
数
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
全

　
町
村
に
お
い
て
商
品
化
が
確
認
さ
れ
る
作
物
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
櫨
実
が
基
本

　
的
に
蝋
燭
の
原
料
と
し
て
郡
内
で
消
費
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
も
の

　
と
考
え
ら
れ
る
。

⑧
　
表
7
に
は
、
商
品
化
ざ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
品
目
に
つ
い
て
の
み
数
値
を

　
あ
げ
、
そ
れ
以
外
の
品
目
は
消
費
の
超
過
状
態
を
記
号
で
示
し
た
。
生
産
物
の
品

　
臼
は
郡
是
に
記
載
さ
れ
た
品
目
に
可
能
な
限
り
組
み
替
え
て
統
一
し
た
。
し
か

　
し
、
前
掲
注
⑨
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
町
村
琵
に
お
け
る
一
部
の
加
工
産
物
の
生

　
産
・
消
費
額
の
記
載
と
郡
是
の
そ
れ
と
の
間
に
不
整
合
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

　
統
計
上
の
不
整
合
は
、
町
村
是
に
お
い
て
加
工
産
物
の
生
産
が
商
工
業
と
し
て
分

　
類
さ
れ
、
生
産
額
が
生
産
量
と
単
価
か
ら
で
は
な
く
活
動
資
本
額
・
資
本
圓
転
率

　
お
よ
び
収
益
率
か
ら
算
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ
る
。
侭
し
、
仮
に
こ
れ
ら

　
の
品
屋
を
除
外
し
て
も
分
析
に
支
障
は
な
い
。

⑫
　
但
し
、
図
3
の
中
に
は
い
く
つ
か
除
外
し
て
考
慮
す
べ
き
贔
昌
が
プ
ロ
ッ
ト
さ

　
れ
て
い
る
。
先
述
し
た
酒
・
素
麺
・
醤
油
・
蝋
燭
・
櫨
実
あ
る
い
は
魚
類
は
統
計

　
上
の
不
整
合
の
た
め
に
考
慮
を
留
保
し
た
と
し
て
も
、
残
る
品
目
の
グ
ラ
フ
上
の

　
分
布
に
は
グ
ル
ー
ビ
ン
グ
し
得
る
明
確
な
特
微
が
見
出
せ
る
。

⑱
　
臆
し
、
町
村
是
の
集
計
方
法
か
ら
、
突
際
に
は
繍
工
産
物
の
原
料
・
、
」
し
て
郡
内

　
で
消
費
さ
れ
る
穀
類
（
こ
れ
に
は
小
作
米
も
含
ま
れ
る
）
が
か
な
り
あ
る
も
の
と

　
考
え
ら
れ
、
穀
類
の
生
産
余
剰
分
が
全
て
穀
類
の
形
の
ま
ま
郡
外
へ
移
出
さ
れ
る
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と
は
限
ら
な
い
。

　
　
ま
た
、
賜
治
二
六
年
の
田
畑
小
作
地
率
六
｝
・
九
％
に
五
〇
％
の
小
作
料
と
見

　
積
る
と
、
理
論
的
に
は
商
品
化
さ
れ
る
穀
類
の
約
三
〇
％
は
地
主
に
接
収
さ
れ
る

　
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
は
酒
や
醤
油
に
形
を
変
え
、
一
部
は
郡
外

　
に
移
出
さ
れ
る
。
山
田
龍
雄
は
浮
羽
郡
内
七
村
の
村
是
を
用
い
て
小
作
料
を
控
除

　
し
た
農
産
物
商
品
化
の
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
。
彼
の
試
算
で
は
小
作
料
を
控
除

　
し
た
場
合
の
米
の
商
品
化
率
の
減
少
は
、
村
に
よ
っ
て
異
な
る
が
ほ
ぼ
一
〇
ポ
イ

　
ン
ト
前
後
で
あ
る
（
山
田
龍
雄
「
粗
治
二
七
年
禰
岡
撮
浮
羽
郡
に
於
け
る
村
曲
調

　
査
譲
を
中
心
と
し
て
」
農
業
経
済
研
究
一
九
i
三
、
～
九
四
三
年
、
一
四
八
－
～

　
四
九
頁
）
。

⑬
　
用
い
た
資
料
は
、
櫛
岡
縣
名
誉
発
表
会
『
福
岡
縣
一
円
富
豪
家
一
覧
表
』
（
明

　
治
三
二
年
）
、
小
俣
懇
『
浮
羽
郡
僻
泌
』
（
明
治
四
囚
年
）
、
吉
井
町
誌
編
纂
委
員

　
会
『
告
井
語
誌
　
第
二
巻
駈
（
昭
和
五
四
年
）
お
よ
び
商
業
鴻
儒
所
『
豆
本
全
国

　
諸
会
社
役
員
録
　
完
』
（
明
治
三
五
年
）
　
で
あ
る
。
『
福
岡
縣
一
円
富
豪
家
一
覧

　
表
』
で
は
町
村
別
に
明
治
三
一
年
の
年
間
所
得
金
額
三
〇
〇
円
以
上
の
高
額
所
得

　
者
数
が
把
握
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
個
人
の
土
地
所
有
の
状
況
や
経
済
的
属
性
に
つ

　
い
て
は
そ
の
他
三
つ
の
資
料
で
補
う
。

⑮
地
方
銀
行
と
地
主
制
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
代
表
的
な
研
究
と
し
て
、
守
田
志

　
郎
『
怖
働
主
経
済
と
地
｛
力
資
・
本
隔
御
茶
の
水
書
｛
撮
、
　
～
九
六
「
嵩
年
が
あ
る
。
特
に
明

　
治
期
の
地
方
商
業
流
通
と
商
業
資
本
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
第
二
面
出
四
節
「
銀

　
行
と
商
業
圏
」
（
一
二
三
i
一
鰹
一
頁
）
を
参
照
。
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四
　
地
主
的
土
地
所
有
の
窒
問
的
展
開
と
そ
の
行
政
的
意
味

　
前
章
に
お
い
て
浮
羽
郡
に
お
け
る
地
主
的
土
地
所
有
の
空
間
的
展
開
の
実
態
と
そ
の
経
済
的
背
景
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、
本
章
で
は
前
章

で
の
検
討
を
も
と
に
、
地
主
的
土
地
所
有
の
空
間
的
展
開
が
郡
内
町
村
の
行
政
機
能
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
を
検
討
し
て
い
く
。

　
前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
町
村
是
調
査
が
そ
の
目
的
の
中
心
に
据
え
た
の
は
、
土
地
所
有
の
出
入
関
係
と
そ
れ
に
伴
う
小
作
料
・
地
租
の
流

出
入
の
把
握
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
土
地
所
宿
の
出
入
関
係
が
重
視
さ
れ
た
の
は
、
行
政
村
の
生
産
基
盤
で
あ
る
土
地
の
所
有
状
況
が
行
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

村
「
総
経
済
」
を
左
右
す
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
浮
羽
郡
の
町
村
是
調
査
に
よ
る
総
経
済
の
状
況
を
改
め
て
確
認
し
て

お
き
た
い
。

　
表
1
お
よ
び
表
2
に
お
い
て
、
入
所
有
率
が
二
〇
％
を
越
え
る
よ
う
な
農
村
で
は
生
産
消
費
差
額
の
黒
字
分
が
他
町
村
地
主
の
入
所
有
に
よ

る
煎
米
代
金
差
額
の
赤
字
（
町
村
外
へ
の
小
作
料
支
払
い
）
で
減
殺
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
都
市
的
性
格
が
強
く
出
所
有
の
卓
越
す
る
吉
井
町

は
生
産
消
費
差
額
で
赤
字
を
示
し
な
が
ら
も
、
余
米
代
金
の
差
額
で
大
幅
な
黒
字
を
生
じ
、
総
計
に
お
い
て
多
額
の
余
剰
を
計
上
し
て
い
る
。
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ま
た
、
生
産
消
費
差
額
お
よ
び
総
計
と
も
に
赤
字
で
あ
る
星
野
村
・
難
治
村
・
山
春
村
は
、
耕
地
率
が
低
く
穀
類
の
商
晶
化
が
進
ん
で
い
な
い

山
村
で
あ
る
（
前
章
第
二
節
参
照
）
。
つ
ま
り
、
穀
類
の
商
晶
化
の
進
ん
だ
平
地
村
で
は
土
地
の
出
入
関
係
と
農
業
生
産
、
重
て
は
行
政
村
総
経

済
と
が
連
動
し
、
か
つ
対
抗
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
行
政
村
総
経
済
の
状
況
は
、
そ
の
ま
ま
個
々
の
農
家
経
済
へ
と
還
発
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
町
村
是
調
査
の
結
果
を

見
れ
ば
、
商
品
経
済
の
進
展
と
地
主
小
作
関
係
の
拡
大
に
よ
っ
て
生
ず
る
余
米
代
金
一
小
作
料
と
借
金
利
子
の
支
払
い
が
農
家
経
済
を
圧
遅
し

て
い
た
こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き
る
。
表
2
か
ら
推
測
す
る
限
り
、
行
政
村
総
経
済
が
安
定
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
は
、
吉
井
町
・
田
主
丸

町
・
大
石
村
な
ど
わ
ず
か
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
町
村
是
調
査
の
結
果
か
ら
鞠
断
ず
れ
ぼ
、
多
く
の
村
で
は
「
歳
出
」
に
の
み
計
上
さ
れ
る
租

税
負
担
に
耐
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
が
浮
羽
郡
町
村
の
行
政
機
能
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
た
か
を
次
に
考
察
し
て
み
た
い
。

　
町
村
是
調
査
で
は
、
町
村
財
政
に
係
る
項
目
で
は
町
村
税
な
ど
の
税
収
（
農
家
の
租
税
負
担
）
面
で
の
情
報
し
か
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ

こ
で
、
浮
羽
郡
町
村
の
財
政
分
析
を
行
な
う
た
め
に
『
明
治
二
三
年
福
岡
縣
生
葉
竹
野
郡
野
卑
書
』
に
掲
載
さ
れ
た
明
治
二
二
年
度
町
村
費
歳

出
入
決
算
額
を
利
用
す
る
（
蓑
1
0
参
照
）
。
ま
ず
歳
入
面
で
は
、
経
常
収
入
を
見
る
上
で
繰
越
金
を
除
い
て
考
え
る
と
、
各
町
村
の
主
要
な
財
源

は
町
村
税
で
あ
り
、
財
産
収
入
は
全
く
計
上
さ
れ
て
い
な
い
。
町
村
税
の
内
で
も
地
価
割
と
戸
別
割
に
依
存
す
る
町
村
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

両
税
目
の
ウ
ェ
ー
ト
は
町
村
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
全
体
的
に
見
て
戸
別
割
へ
の
依
存
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
地
価
割
に
多
く
依
存
す
る

町
村
で
も
、
戸
別
割
へ
の
依
存
率
と
の
差
は
僅
少
で
あ
る
。

　
明
治
二
六
年
の
各
町
村
の
入
所
有
率
（
表
－
参
照
）
と
対
比
し
て
み
る
と
、
入
所
有
率
の
高
い
町
村
ほ
ど
地
価
割
へ
の
依
存
率
が
高
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
入
所
有
率
と
地
価
割
へ
の
依
存
率
と
の
相
関
分
析
を
行
な
っ
た
結
果
、
寄
付
金
額
が
著
し
く
大
き
い
船
越
村
と
川
会
村
を
標
本
数

か
ら
除
き
、
入
所
有
率
と
し
て
田
の
そ
れ
を
と
っ
た
場
合
に
有
意
な
結
果
（
標
本
数
一
五
、
相
関
係
数
○
・
五
四
八
、
有
意
水
準
五
％
）
が
得
ら
れ
た
。

つ
ま
り
、
他
町
村
地
主
に
よ
る
田
の
入
所
有
の
劉
合
が
大
き
い
町
村
ほ
ど
地
価
割
へ
の
依
存
率
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
小
作
農
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表10　i町村別歳出入決算の状況（明治22年）

歳

総額
（円） 馨雛麟一戸当

戸別割

wa刈　　　　　歳　　　　入
蟹圏重縫別裂i箆業製織繁町村名

2銭

0

2

1

8

1

1

2

1

25

Q4

S
1
3
1
2
1
1
4
2

1，882［
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l
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引
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器
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6？iI

器
l
i
s121

419
4711

O．890

0．3

3，3

1．6

8．5

1．3

1，8

2．3

0．5
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18．6

4，6

18．3

12．6

12，0
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3．1
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39
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14

34

45

1・8　ero　1

4．6

98・490

96．4

O．2eroi　96．

鴇
％
罰
蘭
⑳
砺
0
9
a
o
器
齢
鐸
鮪
5
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9
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9
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9
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舗
妬
α
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錨
侃
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0
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麗
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a
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錨
麗
好
侃
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銘
麗
麗
L
o
a
9
詑
脇

5
5
5
4
4
4
5
4
2
1
5
3
1
4
4

鎗
釦
3
9
鋸
錐
＆
9
舘
舗
撮
％
玲
齢
0
α
β
獄
0
鎚

3
3
2
4
4
4
4
4
3
　
3
4
　
5
3
1

20・s　cre　l

J61g’v1

2b一．3

22．5
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ss，6　1

1，882

　666

　546

357

　632

　397

274

469

882

643

947

402

739

42一　，9

34．2

35．8

19，4

ti5．7

33，0

31．7

30，1

21．5

19．5

17．7

947

402

739

602

575

574

551

星野村
姫治村
山春村
大石村
千年村
椿子村
浮羽村
福冨村
江南村
吉井町
船越村
水分村
柴刈村
川会村
竹野村
水縄村
田主丸町一丸町i17・7　551113・8　49・9　19・5　83・2140｝ 4711　3．1　1

注）町村税各税目の比率は歳入の総額から繰越金と授業料（江南村のみに計上）を除いた額に

　対する擁。

に
対
す
る
戸
別
割
の
賦
課
が
限
定
さ
れ
、
町
村
内
に
多
く
の
土
地

を
所
有
す
る
他
町
村
地
主
は
声
別
割
を
納
め
な
い
た
め
に
、
戸
別

割
の
税
収
そ
の
も
の
も
限
楚
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
明
治
一
九
年
に
地
価
割
に
地
租
の
七
分
の
一

ま
で
と
い
う
制
限
が
加
え
ら
れ
て
以
降
、
町
村
財
政
の
一
般
的
傾

向
と
し
て
ハ
地
価
割
よ
り
も
柔
軟
性
の
あ
る
戸
別
割
へ
の
依
存
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

高
ま
っ
て
い
く
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
町
村
財
産
が
十
分
に
創
設

さ
れ
て
い
な
い
浮
羽
郡
に
お
い
て
も
、
不
要
公
課
町
村
の
理
念
と

は
裏
腹
に
、
税
源
と
し
て
戸
別
割
に
依
存
す
る
町
村
が
増
加
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
歳
出
面
に
お
い
て
、
町
村
財
政
の
良
好
さ
を
示
す
指
標
と

　
　
　
　
　
　
　
④

し
て
投
資
的
経
費
率
を
と
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
町
村
に
お
い
て
一

〇
％
に
満
た
ず
、
当
時
の
町
村
財
政
が
如
何
に
硬
直
し
て
い
た
か

が
理
解
で
き
る
。
一
戸
当
り
の
投
資
的
経
費
額
を
一
戸
当
り
の
戸

別
一
一
税
額
と
対
比
し
て
み
る
と
、
一
部
の
町
村
を
除
き
、
納
め

ら
れ
た
税
金
が
町
村
住
民
に
ほ
と
ん
ど
還
元
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

が
よ
く
わ
か
る
。
こ
の
両
毛
鼠
の
対
比
に
お
い
て
財
政
が
比
較
的

良
好
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
営
業
割
税
収
の
大
き
い
苦
井

町
と
土
木
費
等
事
業
費
捻
出
の
た
め
繰
越
金
や
一
時
的
な
寄
付
金
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を
計
上
し
た
と
思
わ
れ
る
船
越
村
や
川
会
村
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
経
常
的
な
財
源
と
そ
の
運
用
と
い
う
面
か
ら
見
れ
ば
、
吉
井
町
の
み
が

比
較
的
良
好
な
財
政
を
運
営
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
町
村
制
施
行
直
後
に
お
け
る
都
市
－
農
村
闇
の
財
政
上
の
格
差
を
看
取
す
る
こ
と
が

　
　
⑤

で
き
る
。

　
ま
た
、
表
1
0
に
掲
げ
た
歳
入
・
歳
出
費
目
間
で
相
関
分
析
を
行
な
っ
た
結
果
、
投
資
的
経
費
率
は
戸
別
割
比
率
と
負
の
相
関
関
係
を
有
し
て

お
り
（
相
関
係
数
マ
イ
ナ
ス
○
・
七
〇
七
、
有
意
水
準
一
％
）
、
戸
別
割
に
依
存
す
る
割
合
の
大
き
い
町
村
ほ
ど
投
資
的
経
費
の
支
出
が
少
な
く
、
財

政
が
硬
直
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
投
資
的
事
業
経
費
の
財
源
と
し
て
町
村
税
、
特
に
戸
別
割
が
十
分
で
な
く
、
町
村
は
他
の

財
源
（
嵜
付
金
な
ど
の
非
経
常
的
財
源
）
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
町
村
役
場
の
運
営
や
兵

役
二
戸
籍
・
小
学
校
維
持
等
の
今
日
で
い
う
国
政
委
任
事
務
の
遂
行
に
戸
別
割
を
中
心
と
す
る
町
村
税
収
入
を
充
当
す
る
と
、
経
常
的
財
源
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ほ
と
ん
ど
残
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
分
析
の
結
果
は
、
明
治
行
政
村
の
成
立
以
後
、
浮
羽
郡
の
町
村
が
戸
別
割
へ
の
依
存
と
財
政
硬
直
化
へ
の
過
程
を
進
む
姿
を
浮
き
彫

り
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
多
く
の
町
村
住
民
は
、
小
作
地
比
率
の
高
い
環
境
の
中
で
所
得
に
対
応
し
た
戸
鋼
割
の
納
税
を
、
多
額
の
小
作
料
の

支
払
い
と
と
も
に
課
せ
ら
れ
、
し
か
も
納
税
の
見
返
り
が
少
な
い
と
い
う
事
態
に
耐
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
明
治
中
期
に
お
け
る
町
村
の
領
域
を
越
え
た
地
主
的
土
地
所
有
の
拡
大
は
、
特
に
村
外
地
主
に
よ
る
村
内
耕
地
の
蚕
食
が

顕
著
な
農
村
部
に
お
い
て
、
小
作
米
の
移
出
に
よ
る
農
家
経
済
の
困
窮
化
と
租
税
負
担
の
相
対
的
増
大
、
お
よ
び
芦
別
割
財
源
の
量
器
化
と
村

財
政
の
硬
直
を
も
た
ら
し
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
吉
井
町
・
田
主
丸
町
は
商
人
・
高
利
貸
資
本
に
よ
る
余
薫
収
益
や

商
業
活
動
に
よ
る
営
業
収
入
な
ど
の
点
で
農
村
部
と
は
異
質
の
経
済
構
造
を
有
し
て
お
り
、
町
爆
撃
の
租
税
負
担
の
様
根
も
自
ず
と
異
な
っ
て

い
た
で
あ
ろ
う
。
特
に
町
村
制
施
行
直
後
の
吉
井
町
は
財
政
面
で
営
業
割
収
入
が
潤
沢
と
見
ら
れ
、
投
資
的
経
費
率
が
高
い
な
ど
農
村
部
と
鰐

照
的
な
様
相
…
を
示
し
て
い
る
。
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①
　
佐
々
木
豊
は
町
村
是
を
、
行
政
村
を
範
域
と
す
る
物
財
の
移
入
・
移
出
、
小
作

　
料
・
貸
借
・
租
税
諸
負
担
等
の
流
入
・
流
鵬
に
よ
っ
て
行
政
村
経
済
の
総
体
を
動

　
態
的
に
捉
え
る
社
会
会
計
の
実
施
で
あ
る
と
す
る
　
（
前
掲
佐
々
木
a
、
　
一
〇
〇

　
頁
）
。

②
　
町
村
財
政
に
お
け
る
負
担
構
造
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
町
村
に
つ
い
て

　
の
通
時
的
な
研
究
と
し
て
大
石
嘉
一
郎
・
西
田
美
昭
編
著
『
近
代
日
本
の
行
政
村

　
…
長
野
県
埴
科
郡
五
加
村
の
研
究
一
』
葭
本
経
済
評
論
社
、
　
…
九
九
一
年
が
あ

　
る
。
特
に
町
村
制
施
行
前
後
の
戸
数
割
賦
課
に
つ
い
て
の
婚
摘
は
一
〇
〇
頁
1
～

　
〇
二
頁
を
参
照
。

⑧
『
福
岡
懸
統
計
欝
瞼
に
よ
れ
ば
、
浮
羽
郡
内
で
徴
収
さ
れ
た
町
村
税
に
占
め
る

　
戸
別
割
の
割
合
は
明
治
二
三
年
以
降
上
昇
し
、
二
六
年
に
七
六
・
二
％
に
達
し
た

　
後
、
二
八
年
か
ら
猛
○
年
に
か
け
て
六
〇
％
前
後
の
値
を
示
す
。

④
　
こ
こ
で
は
歳
出
総
額
に
占
め
る
土
木
・
衛
生
・
災
害
予
防
及
警
備
・
勧
業
各
費

　
の
総
額
の
割
合
を
と
っ
た
。
但
し
、
各
費
目
の
中
に
は
業
務
に
関
連
す
る
人
件
費

　
な
ど
の
消
費
的
経
費
も
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
有
資
料
で
は
そ
れ
を
控

　
除
す
る
こ
と
が
姻
難
で
あ
る
。

⑤
但
し
、
吉
井
町
の
明
治
二
八
年
度
予
算
で
の
繰
越
金
を
除
い
た
戸
別
割
へ
の
依

　
存
率
は
五
〇
・
○
％
、
投
資
的
経
費
率
は
五
・
三
％
に
過
ぎ
ず
、
吉
井
町
の
財
政

　
が
常
に
良
好
で
あ
っ
た
と
は
必
ず
し
も
断
定
で
き
な
い
（
吉
井
町
誌
編
纂
委
員
会

　
『
吉
井
町
誌
第
三
巻
』
吉
井
町
、
一
九
八
一
年
、
五
七
三
i
五
八
○
頁
）
。

⑥
　
こ
う
し
た
町
村
制
施
行
以
後
の
町
方
財
政
の
一
般
的
貧
困
に
つ
い
て
は
、
大
石

　
前
掲
書
、
大
石
・
西
田
前
掲
書
の
ほ
か
、
藤
田
武
夫
『
日
本
地
方
財
政
制
度
の
成

　
立
』
岩
波
書
店
、
一
九
四
一
年
を
参
照
。
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五
　
地
主
的
土
地
所
膚
の
空
問
的
展
開
と
そ
の
政
治
的
意
味

　
第
一
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
明
治
一
＝
年
の
町
村
合
併
、
二
二
年
の
町
村
制
施
行
、
二
三
年
の
府
県
制
・
郡
制
公
布
と
い
っ
た
一
連
の
政
策

の
社
会
経
済
的
な
基
盤
は
、
影
面
発
展
し
つ
つ
あ
っ
た
地
主
欄
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
章
で
は
特
に
地
理
学
的
な
視
点
か
ら
、
地
主
的

土
地
所
有
の
空
閥
的
展
開
が
持
つ
政
治
的
様
相
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

　
（
鱒
）
　
農
民
層
分
解
と
参
政
権

　
明
治
地
方
自
治
欄
が
想
定
し
た
社
会
と
は
、
経
済
的
に
階
層
分
解
が
進
み
、
経
済
力
を
背
景
と
す
る
政
治
的
支
配
力
を
持
っ
た
階
層
1
1
地
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

名
望
家
層
が
存
在
す
る
社
会
で
あ
る
。
明
治
政
府
は
地
方
秩
序
の
安
定
を
図
る
た
め
に
府
県
一
郡
市
一
町
村
の
各
級
議
会
を
地
方
名
望
家
が
優

位
と
な
る
よ
う
に
構
成
し
た
。
各
級
議
会
に
お
け
る
参
政
権
（
選
挙
権
・
被
選
挙
権
）
は
住
民
の
経
済
カ
ー
地
租
・
直
接
国
税
納
税
額
に
応
じ
て
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表エ1郡市別の田畑小作地率㈹と県会議員選挙権者比率（B）との関係（明治26年）

E＼避i・一・・ト・5i一・・1一・・1一・・1一・5ト・・i－55　j一・・｝一・・1一・・96

A．13ero1 1

2＊・

1
　
　
　
　
　
1

1
　
　
一
　
　
ワ
飼
　
－

1
　
　
7
よ

1
　
　
　
　
2
　
　
2

1

1

1＋1＋

”一 P390

一一12

一一 P1

～ユ0

－v　9

N8
一一　7

一．　6

A”　5

N4
一一　3

tv　2

0一一　1

注）　1皿1郡市。郡市は明治29年の郡合併時の21郡市に近似的に組み替えてある。
　　県会議員有権者比率は男子本籍人口に対する割合。
　　　r＊」は生葉竹野郡。「＋」は市部。
　　　『福岡翼系統計書』による。

与
え
ら
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
公
民
権
規
定
や
制
限
・
等
級
選
挙
制
が
そ
れ
で
あ
る
。

町
村
か
ら
県
に
至
る
地
方
政
治
へ
の
参
政
権
の
付
与
は
、
中
小
地
主
か
ら
大
地

主
に
至
る
地
主
欄
の
階
層
構
成
と
の
符
合
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
本
節
で
は
農
民
層
分
解
と
参
政
権
と
の
関
係
を
考
察
す
る
た
め
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ま
ず
県
会
議
員
選
挙
権
老
の
分
布
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
表
1
1
は
、
福
岡
船
内

各
郡
市
に
お
け
る
田
畑
小
作
地
率
と
男
子
本
籍
人
口
に
対
す
る
県
会
議
員
選
挙

権
者
の
比
率
と
の
関
係
を
示
し
て
い
る
。
府
県
会
規
則
に
よ
る
府
県
会
議
員
選

挙
権
者
は
、
満
二
〇
歳
以
上
の
男
子
で
、
そ
の
郡
区
内
に
本
籍
を
定
め
、
そ
の

府
県
内
に
お
い
て
地
租
年
額
五
円
以
上
を
納
め
る
岩
で
あ
っ
た
。
同
じ
く
被
選

挙
権
者
は
、
満
二
五
歳
以
上
の
男
子
で
、
そ
の
府
県
内
に
本
籍
を
定
め
、
満

三
年
以
上
居
住
し
、
そ
の
府
県
内
に
お
い
て
地
租
年
額
一
〇
円
以
上
を
納
め
る

者
で
あ
る
。
業
態
の
異
な
る
市
部
を
除
け
ば
、
表
1
1
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

地
主
小
作
関
係
の
進
ん
だ
郡
ほ
ど
選
挙
権
者
・
被
選
挙
権
者
の
割
合
が
低
い
。

こ
れ
は
、
農
民
層
分
解
の
進
ん
だ
郡
ほ
ど
相
対
的
に
有
権
者
が
少
な
く
、
政
治

権
力
が
一
部
の
地
主
に
よ
っ
て
寡
占
的
に
保
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て

　
③

い
る
。

　
で
は
、
浮
羽
郡
内
に
お
い
て
県
会
議
員
選
挙
権
老
は
ど
の
よ
う
に
分
布
し
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
治
二
三
年
の
『
生
葉
竹
野
郡
統
計
書
』
に
よ
れ
ば
、

各
町
村
に
お
け
る
男
子
本
籍
人
口
に
対
す
る
有
権
老
の
比
率
は
極
め
て
低
い
こ
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表12町村別県会議員選挙権者比率（明治23年）と県会・郡会
　　　議員数（明治11～44年，確認分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

議員総．数郡会議員
県　会　議　員

有権者率！議員数1在職期間
町村名

3
4
6
鯛
2
2
3
鋤
蜘
㈲
珊
姻
3
2
細
囎

3
4
5
6
2
1
2
2
4
5
2
4
2
2
2
5

一ケ月

一
2
4
9
7
一
51

X
5
8
鵬
捌
6
5
5
％
　
囎
撒

0
0
1
1
0
1
1
1
6
3
1
1
1
0
1
3

1．890

6．0

5，5

4．2

4，5

7．4

7．5

5．0

4．6

4．4

3．4

1，9

1．6

5．2

10．5

3．5

姫治村
山春村
大石村
千年村
椿子村
浮羽村
福富村
江南村
吉井町
船越村
水分村
柴メ弩村

用会村
竹野村
水縄村
田主丸町

注）有権者率は男子本籍人口に紺する県会議員選挙権者比率。

　　議員総数の（）内は両議会議員の経験を持つ者の数（内数）。

と
が
わ
か
る
（
表
1
2
参
照
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
比
率
は
町
村

問
で
か
な
り
ぱ
ら
つ
き
が
あ
り
、
明
治
二
六
年
の
各
町
村
の
土
地

の
出
入
所
有
の
状
況
（
表
－
参
照
）
や
明
治
三
一
年
の
高
額
所
得
者

の
町
村
別
分
布
（
表
8
参
照
）
と
の
明
確
な
対
応
関
係
は
認
め
ら
れ

な
い
。
つ
ま
り
、
県
会
議
員
選
挙
権
は
社
会
階
層
的
に
見
て
極
め

て
限
定
的
に
し
か
与
え
ら
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
有
権
老
の
空
間

的
分
布
は
必
ず
し
も
局
地
的
に
限
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。

　
（
二
）
　
県
・
墨
守
議
員
の
郡
内
分
布

　
前
節
で
検
討
し
た
参
政
権
の
空
間
的
分
布
と
い
う
視
点
と
は
別

に
、
現
実
に
政
治
権
力
を
行
使
し
た
人
々
（
地
方
議
会
議
員
）
の
郡

内
分
布
に
は
ど
の
よ
う
な
特
微
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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本
節
で
は
、
町
村
を
越
え
た
範
域
で
の
政
治
的
利
害
を
代
表
ま
た
は
調
整
す
る
も
の
と
し
て
、
開
治
四
四
年
ま
で
に
確
認
さ
れ
る
県
会
お
よ
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

郡
会
議
員
経
験
者
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
福
岡
県
に
お
い
て
は
明
治
二
九
年
に
府
県
制
・
郡
棚
が
施
行
さ
れ
た
。
府
県
制
に
お
け
る
府
県
会
議
員
選
挙
は
複
選
制
で
、
各
郡
に
お
い
て

郡
会
と
郡
参
事
会
が
会
同
し
、
郡
長
を
会
長
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。
被
選
挙
権
は
、
府
県
内
の
市
町
村
公
罠
で
市
町
村
議
会
議
員
の
選
挙
権
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

有
し
、
そ
の
府
県
内
に
お
い
て
直
接
国
税
年
額
一
〇
円
以
上
を
納
め
る
者
に
与
え
ら
れ
た
。
一
方
、
郡
綱
に
お
け
る
郡
会
議
員
は
、
定
数
の
三

分
の
二
が
郡
内
の
町
村
会
議
員
か
ら
、
残
り
の
三
分
の
一
が
郡
内
に
お
い
て
町
村
税
の
賦
課
を
受
け
る
所
有
地
の
地
価
総
計
　
万
円
以
上
を
有
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す
る
大
地
主
の
互
選
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
。
被
選
挙
権
者
は
、
郡
内
町
村
公
民
で
町
村
会
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
と
、
大
地
主
の
中
で
選
挙
権

を
有
す
る
港
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
地
方
議
会
議
員
の
選
挙
は
基
本
的
に
複
選
制
で
あ
り
、
町
村
会
議
員
・
郡
会
議
員
・
県
会
議
員
が
系
列

的
・
階
層
的
に
構
成
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
た
。

　
府
県
制
・
郡
制
は
明
治
三
二
年
に
全
文
改
正
さ
れ
、
府
県
会
・
郡
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
複
選
制
と
郡
綱
に
お
け
る
大
地
主
議
員
制
が
下
土

さ
れ
た
。
府
県
会
議
員
選
挙
権
は
、
府
県
内
の
帯
町
村
公
民
で
市
町
村
会
議
員
の
選
挙
権
を
有
し
、
か
つ
そ
の
府
県
内
に
お
い
て
直
接
国
税
年

額
三
円
以
上
を
納
め
る
者
に
与
え
ら
れ
た
。
被
選
挙
権
の
規
定
に
大
き
な
改
正
は
な
か
っ
た
。
新
冠
欄
で
は
、
選
挙
権
は
直
接
国
税
年
額
三
円

以
上
、
被
選
挙
権
は
直
接
国
税
年
額
五
円
以
上
を
そ
れ
ぞ
れ
納
め
る
者
に
与
え
ら
れ
た
。
そ
れ
以
外
の
要
件
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
府
県
会
の

場
合
と
同
様
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、
制
限
的
に
せ
よ
町
村
住
晟
の
郡
会
・
県
会
議
員
選
挙
へ
の
参
加
が
認
め
ら
れ
、
露
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

く
と
も
調
度
的
に
は
、
地
方
議
会
議
員
の
系
列
化
と
大
地
主
へ
の
政
治
的
特
権
の
付
与
は
排
除
さ
れ
た
。

、
で
は
、
地
方
議
会
議
員
の
定
数
配
分
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
府
県
会
規
則
・
府
県
捌
と
も
に
選
挙
区
は
郡
単
位
で
あ

り
、
明
治
一
四
年
ま
で
の
県
会
議
員
の
定
数
は
生
葉
・
竹
野
両
郡
合
わ
せ
て
偏
名
で
あ
っ
た
。
明
治
一
四
年
か
ら
二
一
年
ま
で
は
生
葉
郡
二
名
、

竹
野
郡
一
名
と
規
定
さ
れ
、
明
治
二
一
年
か
ら
府
県
制
が
施
行
さ
れ
る
二
九
年
ま
で
は
人
口
の
増
加
に
伴
い
竹
野
郡
の
定
数
が
一
名
増
え
、
両

郡
二
名
ず
つ
の
計
四
名
と
さ
れ
た
。
府
県
制
・
郡
制
の
施
行
と
共
に
両
郡
は
舎
併
し
て
浮
羽
郡
と
な
っ
た
が
、
定
数
は
二
名
に
潮
減
さ
れ
た
。

な
お
、
県
会
議
員
は
名
誉
職
で
あ
り
、
任
期
は
四
年
で
あ
っ
た
。

　
一
方
郡
会
議
員
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
三
年
に
公
布
さ
れ
た
郡
制
で
は
、
広
町
村
会
に
お
い
て
選
挙
す
る
議
員
の
数
は
原
則
的
に
一
名
と
さ

れ
、
残
る
議
員
は
選
挙
権
を
有
す
る
大
地
主
か
ら
互
選
さ
れ
た
。
浮
羽
郡
に
お
い
て
郡
糊
の
施
行
さ
れ
た
明
治
二
九
年
に
は
、
竪
町
村
会
か
ら

選
出
さ
れ
た
一
六
名
と
大
地
主
か
ら
互
選
さ
れ
た
五
名
の
計
二
〇
名
の
議
員
か
ら
郡
会
が
構
成
さ
れ
た
。
明
治
三
二
年
に
改
正
さ
れ
た
新
郡
制

で
は
、
選
挙
区
は
原
則
と
し
て
町
村
の
区
域
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
、
議
員
定
数
は
一
五
名
以
上
三
〇
名
ま
で
と
定
め
ら
れ
た
。
明
治
四
〇
年
当

時
の
浮
羽
郡
会
議
員
の
総
数
は
二
三
名
で
あ
り
、
人
口
が
相
対
的
に
多
い
吉
井
町
・
田
主
丸
町
・
千
年
村
・
姫
治
村
・
山
春
村
・
船
越
村
・
柴
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刈
村
の
議
員
が
薫
習
名
、
残
り
の
村
の
議
員
は
各
一
名
で
あ
っ
た
。
郡
会
議
員
も
名
誉
職
で
あ
り
、
任
期
は
大
地
主
議
員
が
三
年
、
町
村
ご
と

に
選
出
さ
れ
る
議
員
は
六
年
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
制
度
上
の
参
政
権
の
社
会
的
配
分
は
、
納
税
要
件
・
の
改
正
や
複
選
制
の
廃
止
に
よ
っ
て
、
拡
大
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

空
間
的
配
分
に
つ
い
て
も
、
地
域
的
な
ば
ら
つ
き
が
生
ず
る
可
能
性
は
あ
っ
て
も
、
局
地
的
に
限
定
さ
れ
る
要
因
は
少
な
く
な
っ
て
い
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
議
員
定
数
の
配
分
と
い
う
点
で
も
、
郡
会
の
大
地
主
議
員
を
除
け
ば
地
域
的
な
不
均
衡
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
っ
て

　
　
　
⑦

よ
か
ろ
う
。

　
で
は
、
実
際
に
選
出
さ
れ
た
地
方
議
会
議
員
の
町
村
別
分
布
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
表
1
2
は
明
治
一
一
年
置
ら
四
四
年
ま
で
の
出

身
町
村
別
県
会
議
員
数
・
在
職
期
間
を
示
し
て
い
る
。
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
吉
井
町
出
身
議
員
の
数
・
在
職
期
間
は
他
の
町
村
を
は
る

か
に
し
の
ぎ
、
船
越
村
と
田
主
丸
町
が
こ
れ
に
次
い
で
い
る
。
吉
井
町
は
明
治
三
〇
年
頃
ま
で
ほ
ぼ
間
断
な
く
県
会
議
員
を
輩
出
し
、
明
治
一

五
年
三
月
か
ら
一
六
年
三
月
、
同
二
六
年
三
月
か
ら
二
九
年
一
〇
月
の
二
期
間
に
お
い
て
県
会
で
二
議
席
を
占
め
た
。

　
一
方
、
面
会
議
員
に
つ
い
て
も
町
村
間
に
差
異
が
認
め
ら
れ
る
（
表
1
2
参
照
）
。
郡
会
議
員
の
輩
出
数
が
署
名
を
越
え
る
山
春
村
・
千
年
村
・

吉
井
村
・
船
越
村
・
柴
刈
村
・
田
主
丸
町
は
人
ロ
が
相
対
的
に
多
い
町
村
で
も
あ
り
、
こ
の
差
異
は
新
郡
制
以
後
の
町
村
聞
の
定
数
差
に
よ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
郡
会
議
員
に
関
し
て
は
大
地
参
議
員
が
特
定
で
き
ず
、
在
職
期
間
も
十
分
に
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
こ
れ
以

上
の
解
釈
は
困
難
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
視
点
を
変
え
て
、
第
三
章
で
検
討
し
た
明
治
三
一
年
の
高
額
所
得
老
二
五
〇
名
の
う
ち
、
明
治
四
四
年
ま
で
に
県
会
も
し
く
は
満
会

議
員
に
選
出
さ
れ
た
経
歴
を
も
つ
者
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
高
額
所
得
者
の
う
ち
議
員
の
経
歴
を
持
つ
者
は
三
一
名
い
る
が
、
明
治
三
一
年

当
時
に
は
ま
だ
選
出
さ
れ
て
い
な
い
者
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
資
料
か
ら
明
治
四
〇
年
代
に
選
出
さ
れ
た
と
確
認
で
き
る
議
員
に
つ
い
て

は
区
分
し
て
表
示
し
、
明
治
三
〇
年
代
以
前
の
議
員
経
験
者
と
対
比
で
き
る
よ
う
に
し
た
（
表
1
3
参
照
）
。

　
明
治
三
一
年
の
所
得
階
層
だ
け
を
も
と
に
把
握
で
き
る
議
員
経
験
者
は
お
の
ず
と
限
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
吉
井
・
田
主
丸
両
町
に
お

30　（176）



地主的土地所有の空問的展開と明治地方自治制（山暗）

　　　　　　　表13　明治31年階層別高額所得者の議員経歴

（㊥：県会議員，△：郡会議員，白ぬきは明治40年代の選出，＿は同一人物）

濃｝・ 2 3 4 5 6 ・1立面1離所儲数

7
1
2
1
1
2
1
8
6
1
4
1
8
5
6
U
1
9
1
3
1
3
7
4
3
0

0
2
2
2
1
1
0
1
5
4
2
2
2
1
1
5

eA

△

　
△

ゑ
命

企
ム

△
△
　
《

△
△
△
△
△

◇A盒

企
ム

　
《
　
　
企
　
　
　
　
《

ム
φ
　
命
　
A
　
命

△
　
　
　
　
φ

姫治村
山春村
大石村
千年村
椿子村
浮羽村
福富村
江南村
吉井町
船越村
水分村
柴刈村
川会村
竹野村
水縄村
田主丸町

3 315111722

250994e55 222275

議員数

高額所
得者数

注）階層区分，高額所得者数は蓑8に準ずる。

け
る
議
員
経
験
者
の
数
は
農
村
部
よ
り
も
相
対
的
に
多
い
と

言
え
よ
う
。
両
町
へ
の
議
員
経
験
者
の
集
中
率
（
議
員
経
験
者

総
数
に
占
め
る
構
成
比
）
は
三
二
・
三
％
で
あ
り
、
こ
れ
は
両

町
へ
の
高
額
所
得
者
の
集
中
率
三
四
・
四
％
に
ほ
ぼ
一
致
す

る
。
こ
の
よ
う
に
、
高
額
所
得
者
の
町
村
別
分
布
と
議
員
経

験
老
の
そ
れ
と
は
お
お
む
ね
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら

れ
る
が
、
所
得
階
層
別
に
見
た
場
合
い
く
つ
か
の
特
微
が
認

め
ら
れ
る
。

　
ま
ず
、
上
位
階
層
ほ
ど
議
員
経
験
者
の
割
合
が
高
い
と
言

え
る
が
、
議
員
経
験
者
の
数
は
第
三
層
と
第
四
層
に
集
中
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
階
層
は
、
第
三
章
に
お

い
て
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
豪
農
や
商
業
資
本
的
地
主
が
郡

内
に
普
遍
的
に
分
布
し
、
農
村
部
の
最
高
額
所
得
者
が
含
ま

れ
る
階
層
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
郡
内
町
村
で
は
活
発
な
経
済

活
動
お
よ
び
土
地
・
資
本
の
集
積
を
行
な
う
階
層
が
、
同
時

に
町
村
あ
る
い
は
郡
の
利
害
を
代
表
す
る
議
員
の
地
位
を
獲

得
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
郡
上
議
員
は
本
来
町
村
代
表
的
性

格
が
強
い
が
、
郡
を
選
挙
区
と
す
る
県
会
議
員
の
場
合
も
い

く
つ
か
の
町
村
で
最
高
額
所
得
者
が
選
出
さ
れ
て
い
る
例
が
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⑧

認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
第
三
層
以
下
の
県
会
議
員
経
験
者
は
郡
会
議
員
も
歴
任
し
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

　
次
に
、
明
治
四
〇
年
代
に
議
員
経
験
を
持
つ
者
に
自
を
や
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
者
が
第
四
層
に
含
ま
れ
、
こ
の
層
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
彼
ら
の
明
治
三
一
年
に
お
け
る
経
済
的
地
位
は
上
位
四
層
の
中
で
は
糧
対
的
に
下
位
－
・
N
あ
る
が
、
第
三
・
第
四
層
は
こ
れ
ら

将
来
的
に
議
員
活
動
を
行
う
者
を
も
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
所
得
階
層
を
固
定
的
に
憶
え
る
の
は
必
ず
し
も
適
妾
で
は
な
い
が
、
以
上
の
分
析
か
ら
少
な
く
と
も
特
定
の
所
得
階
層
に
議
員
経
験
者
が
集

中
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
明
治
中
期
の
所
得
上
位
階
層
が
あ
る
程
度
隠
事
的
で
、
流
動
が
少
な
か
っ
た
こ
と
を
推
察
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

せ
る
。
明
治
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
は
臼
本
に
お
け
る
地
主
制
の
確
立
期
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
浮
羽
郡
に
お
け
る
経
済
階
層
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

解
も
安
定
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
第
三
章
で
指
摘
し
た
二
重
の
階
層
分
解
が
、
浮
羽
郡
に
お
け
る
特
定
の
所
得
踏
越
へ
の
議
員
経
験
者
の
集
中
、
お
よ

び
吉
井
町
・
田
主
丸
町
へ
の
議
員
経
験
者
の
集
中
と
い
う
形
で
認
め
ら
れ
、
地
方
議
会
議
員
の
選
出
と
い
う
点
か
ら
見
た
政
治
権
力
の
保
有
形

態
も
ま
た
社
会
階
層
的
か
つ
空
間
的
様
相
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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（
三
）
地
方
議
会
議
員
の
経
歴

　
地
方
議
会
の
議
員
と
い
え
ど
も
、
そ
の
思
想
的
・
党
派
的
背
景
を
無
視
し
て
議
論
す
る
こ
と
は
適
妾
で
な
い
。
府
県
欄
・
郡
制
に
お
け
る
複

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

選
欄
の
廃
止
や
郡
舗
廃
止
論
は
地
方
議
会
の
政
党
化
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
地
方
名
望
家
で
あ
る
彼
ら
の
政
治
的
経
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

は
、
政
治
思
想
や
政
党
よ
り
も
む
し
ろ
地
方
に
お
け
る
経
済
的
実
権
と
密
接
に
係
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
轟
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
前
節
で
検
討
し
た
所
得
階
層
の
上
位
四
階
層
に
お
け
る
議
員
経
験
者
二
二
名
の
議
員
経
歴
と
職
業
的
履
歴
と
の
関
係
に
つ
い
て
考

察
し
た
い
。
表
1
4
か
ら
確
認
さ
れ
る
議
員
経
歴
の
特
微
は
、
大
部
分
の
者
が
二
つ
以
上
の
階
級
の
議
員
な
い
し
町
村
長
の
経
歴
を
持
つ
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
議
員
な
い
し
町
村
長
が
基
本
的
に
名
誉
職
で
あ
る
に
も
係
ら
ず
、
そ
の
地
位
に
就
く
者
が
い
く
つ
か
の
公
職
を
歴
任
し
、
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表14地方議会議員の経歴
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4
・
戸
0
9
一
　
　
7
n
O

5
5
ρ
0
　
　
6
7
0
り
】
8

8
R
｝
8

氏　　名

H；ffl守隆

鳥越　貞敏

永松角三郎

矢野　友吉

米倉　艮七

鳥越蜜三郎

中島鯵治郎

蟹口紋鶏郎

日ヨft：亀次換昌

三浦1互太郎

本荘纈之献

本山岨次郎

弥吉　拗吾
it”；；ll．唖次郎

山崎　又敬
産量」ヒ　　【”1太

三浦麟之助

矢野　茂七

田中長次郎

今村　藤助

鹿癌久次郎

治土薩次郎

議員経歴（明治般まで）

会県

名村町

○
○
…
○
…

○
　
　
○
○
…

O

○

丸
井
会
井
…
年
井
丸
野
石
越
刈
…
二
二
刈

主
　
　
　
…
　
　
主
　
　
　

…

田
古
．
川
古
…
千
吉
蟹
田
大
船
柴
…
江
古
柴

翌
春
越

ド
き
　　
　
し
コ

智
“
窪

窪
分

大
水

丸
型
越

虫
主

田
田
船

1郡会陣会

　　　　　A
O　口　○　△

O　ll　iO　A

o　gl　o
O　DI　A
　o
　O　　O　△　旧連合町村会・学校組合会谷議員

　o
　o

　o

　o
　O　　　O　　l日保長，町村組合会・水利会・ISi～土木組合会各

　　　　　　　　　議員，学獅委負

　O　　　O　　助役，収入役，郵便局豪

　o
O　口

　o　i　o
O　［コ　　　　　助投，1日肖長，1日連舎町村会・町村組含会・井

　　　　　　　　　壌組合会6議負，郡農会評議委員，町村組合

　　　　　　　　　会学務委負，製塩川州役員，郷縫総代

○　口　　○　　県酒造融．1合皮部長

　O　　O　△　郡農会講長，郡的木組合是，県澗造組合支部長

　o

　　　　その他の公職（明治喝まで）

i貴族院議員

助役

所得税調査委員

　　　　　　　　　　tS，u叢1　・家系な　ど

近1世富豪林田家，［M久留米藩士

近i辻富豪鳥越家（Iu［　s三・工で金業），醗応元年坐

「叡道殺盛，門地又古し」

凝応元年生

旧大庄屋田代家，慶応2年先，鳥越家婿入，貞敏とは義兄弟

儒毒吉瀬瑞石の子，［N久留米藩＝ヒ藍島家を嗣ぐ

旧大照麗田代籏．大石村旧悪醗田代家を嗣ぐ

船越村恰＝ヒ甚次郎と姻戚

IYj山元年生，本家（地主，川州業）から27年分籍

鶴舞豪農高山家，嘉永2年生

照大庄屋秋山家，のち山旧家を嗣ぐ

船越村元県会識員倉富篤堂の甥，岡倉富恒次郎（篤堂の子）の従兄

　半

日庄川｛殺藤家，嘉永元年生，旧庄屋田中蒙を踊ぐ

「初め資産豊かならず」

三井郡商家，安政3年生，明治14年分籍し未垂1三

泣）○：議会議員，に1：郡参事会気，△：素躍豪。NQ．は表9，点線は表8の階詠口：分に準ずる。「　」は照孚羽郡醗書週中のろ；己載。
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専
門
化
し
た
地
方
政
治
家
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
特
に
、
殆
ど
の
者
が
郡
会
議
員
を
歴
任
し
て
い
る
こ
と
は
、

彼
ら
が
郡
域
に
お
け
る
政
治
的
利
害
に
係
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
表
9
を
見
る
と
、
彼
ら
の
経
済
的
活
動
も
ま
た
郡
域
を
対
象
と
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
第
四
層
に
属
す
る
議
員
経
験
者
に
は
広
域
的
な
水
利
組
合
や
産
業
組
合
の
役
員
を
務
め
る
者
が
少
な
く
な

い
。

　
出
自
に
つ
い
て
確
認
で
き
た
議
員
か
ら
は
、
彼
ら
が
豪
農
や
豪
商
な
ど
幕
宋
に
既
に
か
な
り
の
社
会
経
済
的
地
位
を
有
す
る
家
門
に
生
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
ら
は
そ
う
し
た
基
盤
（
遣
産
）
を
継
承
・
発
展
さ
せ
、
明
治
中
期
に
お
け
る
彼
ら
自
身
の
社
会
経
済
的
お
よ
び
政
治

的
な
基
盤
を
築
い
て
い
っ
だ
の
で
あ
る
。
田
主
丸
町
の
今
村
藤
助
な
ど
は
む
し
ろ
例
外
的
と
言
え
よ
う
。

　
表
9
か
ら
議
員
経
験
者
の
職
業
（
歴
）
を
見
て
み
る
と
、
町
出
身
者
の
場
合
、
商
業
や
中
小
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
へ
の
従
事
が
確
認
さ
れ

る
が
、
村
出
身
者
に
つ
い
て
は
銀
行
・
会
社
役
員
以
外
の
記
載
が
『
浮
羽
郡
僻
書
』
な
ど
の
資
料
に
見
当
た
ら
な
い
。
所
得
階
層
的
に
は
第
三

層
以
下
の
こ
れ
ら
の
議
員
経
験
者
は
、
所
有
地
面
積
に
つ
い
て
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
農
村
部
の
寄
生
地
主
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
の
本
来
の

所
得
源
は
銀
行
や
会
社
か
ら
の
役
員
報
酬
よ
り
も
む
し
ろ
土
地
収
益
で
あ
り
、
役
員
の
地
位
は
資
本
投
資
の
結
果
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
妾

で
あ
ろ
う
。

　
つ
ま
り
、
浮
羽
郡
に
お
け
る
議
員
経
験
者
は
、
経
済
的
属
性
か
ら
農
村
の
商
品
作
物
生
産
と
小
作
料
収
益
と
を
背
景
と
し
た
鞍
部
の
商
人
・

高
利
貸
資
本
と
、
主
と
し
て
小
作
料
収
益
に
依
存
す
る
農
村
部
の
寄
生
地
主
に
区
分
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
規
模
的
に
ほ
ぼ

均
衡
し
て
い
る
。
出
鼻
町
村
の
確
認
で
き
た
県
会
議
員
の
延
在
職
期
聞
は
、
明
治
一
一
年
か
ら
四
四
年
に
か
け
て
町
部
四
三
七
ヶ
月
（
九
名
）

に
対
し
て
農
村
部
六
二
五
ヶ
月
（
＝
一
名
）
で
あ
る
。
　
一
方
、
明
治
二
三
年
の
県
会
議
員
選
挙
権
者
数
は
、
二
部
一
三
八
人
に
対
し
て
農
村
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

一
、
〇
九
二
人
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
町
出
身
議
員
が
地
元
を
越
え
た
支
持
、
即
ち
農
村
部
ま
で
拡
大
し
た
支
持
基
盤
を
形
成
し
た
結
果
と
も
考

え
ら
れ
る
。

　
彼
ら
が
県
会
議
員
選
挙
に
あ
っ
た
て
ど
の
よ
う
な
選
挙
活
動
を
し
、
ど
の
よ
う
な
人
々
か
ら
支
持
さ
れ
た
か
は
本
稿
の
用
い
た
資
料
か
ら
は
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十
分
明
ら
か
に
し
え
な
い
。
た
だ
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
明
治
期
の
地
方
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
権
・
被
選
挙
権
あ
る
い
は
定
数
の
空

間
的
配
分
は
、
制
度
的
に
は
人
口
以
外
の
要
因
で
偏
筒
が
生
じ
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
た
が
、
浮
羽
郡
で
は
選
出
さ
れ
た
議
員
に
地
域
的

な
偏
り
、
即
ち
町
部
へ
の
集
中
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
明
治
期
の
浮
羽
郡
に
お
け
る
地

主
制
発
展
の
結
果
と
し
て
認
め
ら
れ
る
二
重
の
経
済
階
層
分
解
が
、
地
方
自
治
制
の
参
政
権
規
定
を
媒
介
と
し
て
、
政
治
権
力
の
寡
占
的
か
つ

局
地
的
な
保
有
形
態
と
し
て
現
出
し
た
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

地主的土地所有の空間的展開と明治地方自治制（山崎）

①
　
地
方
名
望
家
に
つ
い
て
は
石
川
前
掲
書
、
あ
る
い
は
山
中
永
之
佑
『
近
代
日
本

　
の
地
方
制
度
と
名
望
家
』
、
弘
文
堂
、
～
九
九
〇
を
参
照
。

②
町
村
燈
調
査
が
実
施
さ
れ
た
明
治
二
六
年
に
は
府
県
綱
・
法
制
は
ま
だ
施
行
さ

　
れ
て
お
ら
ず
、
明
治
｝
一
年
に
制
定
さ
れ
た
府
県
会
規
則
に
よ
っ
て
県
会
議
員
選

　
挙
権
者
が
決
定
さ
れ
た
。

③
府
県
会
規
則
に
よ
る
参
政
権
規
定
に
つ
い
て
は
、
早
田
幸
政
の
論
稿
が
あ
る
。

　
早
田
は
、
全
国
的
な
検
討
か
ら
、
地
租
蕉
門
と
い
う
納
税
要
件
は
一
・
0
1
一
．

　
五
町
歩
以
上
の
（
中
）
豪
農
層
を
対
象
と
し
、
地
租
五
円
は
中
農
ク
ラ
ス
の
ほ
か

　
小
鏡
模
自
嘗
農
民
層
の
一
部
も
対
象
と
し
て
い
る
と
す
る
。
ま
た
、
明
治
｛
六
年

　
以
降
松
方
デ
フ
レ
な
ど
社
会
経
済
的
な
変
動
の
影
響
に
よ
っ
て
、
中
農
贋
が
土
地

　
と
共
に
選
挙
権
も
喪
失
し
、
被
選
挙
権
を
持
た
な
い
固
有
の
選
挙
権
者
数
が
激
減

　
し
た
結
果
、
被
選
挙
権
者
と
選
挙
人
と
の
近
似
性
が
見
ら
れ
る
と
す
る
（
畢
国
幸
政

　
「
麻
県
会
規
則
に
お
け
る
参
政
権
規
定
に
関
す
る
一
考
察
－
明
治
前
期
の
立
憲
化

　
と
地
方
自
治
－
」
法
学
新
報
九
〇
－
一
．
二
、
一
九
八
三
年
、
九
五
－
一
五
六
頁
）
。

④
資
料
は
第
三
章
で
用
い
た
『
浮
羽
郡
僻
書
』
に
煎
え
、
福
岡
県
議
会
事
務
局

　
『
福
二
県
議
会
史
明
治
編
上
巻
』
（
昭
和
二
七
年
）
、
『
嗣
明
治
編
下
巻
臨
（
昭
和
二
八

　
年
）
お
よ
び
浮
羽
郡
役
所
『
通
常
浮
羽
郡
会
決
議
録
』
（
明
治
四
一
年
、
四
二
年
）

　
を
用
い
た
。
『
浮
羽
郡
講
壇
口
』
で
は
、
明
〃
治
瞬
顕
爵
以
前
に
県
会
も
し
く
は
郡
会

　
議
員
に
選
出
さ
れ
た
者
が
ほ
ぼ
論
議
的
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
郡
会
議
員
に
関

　
し
て
は
若
干
の
遺
漏
が
あ
る
。
こ
の
点
は
筆
者
が
入
手
で
き
た
『
通
常
浮
羽
郡
会

　
決
議
録
』
に
よ
っ
て
可
能
な
限
り
補
足
し
た
。

　
　
地
方
制
度
の
変
遷
お
よ
び
地
方
の
議
会
の
機
能
・
議
員
の
職
務
権
限
に
つ
い
て

　
は
、
亀
掛
州
浩
『
地
方
制
度
小
史
』
陰
草
轡
房
、
一
九
六
二
年
、
都
丸
泰
助
『
地

　
方
隆
治
綱
度
史
論
』
新
日
本
出
版
社
、
　
一
九
八
二
年
を
参
照
。

⑤
　
参
政
資
格
に
お
け
る
納
税
要
件
の
地
租
か
ら
直
接
国
税
の
変
化
は
、
勃
興
す
る

　
都
電
商
工
業
者
へ
の
参
致
権
の
拡
大
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
浮
羽

　
郡
の
よ
う
に
農
村
的
色
彩
の
強
い
地
域
に
お
い
て
は
依
然
と
し
て
地
租
、
即
ち
土

　
地
所
有
が
参
政
資
格
の
重
要
な
要
件
で
あ
っ
た
。

⑥
　
こ
う
し
た
府
県
制
・
郡
制
改
正
の
背
景
に
は
、
明
治
後
半
期
に
お
け
る
資
本
主

　
義
経
済
の
発
展
に
伴
う
工
業
の
急
速
な
成
長
と
農
業
の
相
獄
的
停
滞
と
い
う
産
業

　
構
造
の
変
化
と
、
そ
れ
と
対
領
し
た
地
方
名
望
家
層
の
中
で
の
寄
生
地
主
・
大
地

　
主
の
地
位
の
低
下
と
産
業
資
本
家
・
商
業
資
本
家
の
地
位
の
向
上
と
い
う
社
会
構

　
造
の
変
化
が
存
在
し
た
（
前
掲
都
丸
、
八
二
頁
）
。

⑦
　
鈴
木
喜
八
・
関
伊
太
郎
編
『
日
本
全
圏
商
工
人
名
録
』
（
明
治
三
一
年
）
に
よ

　
れ
ば
、
明
治
三
一
年
当
聴
の
浮
羽
郡
大
地
主
五
選
入
と
考
え
ら
れ
る
二
〇
名
の
構

　
成
は
、
吉
網
嚢
八
名
、
瞬
主
丸
町
圏
名
、
千
年
村
属
名
、
大
石
・
川
会
・
竹
野
・

　
福
冨
．
江
｛
剛
条
村
一
名
［
と
な
っ
て
お
り
、
瓢
内
地
主
の
階
縷
構
成
と
対
応
し
た
地

　
域
差
が
認
め
ら
れ
る
（
渋
谷
隆
一
編
『
明
治
期
日
本
全
国
資
産
家
地
主
資
料
集
成

35 （181）



　
皿
』
柏
書
房
、
一
九
八
四
年
、
三
一
二
頁
）
。
ち
な
み
に
、
地
価
　
万
円
以
上
に

　
相
当
す
る
所
有
地
面
積
は
ほ
ぼ
三
〇
町
歩
以
上
で
あ
っ
た
（
宮
本
憲
一
「
明
治
大

　
正
期
の
町
村
合
併
政
策
」
島
恭
彦
編
『
町
村
含
併
と
農
村
の
変
貌
』
有
斐
閣
、
　

　
九
五
八
年
、
一
〇
一
頁
）
。

⑧
こ
の
傾
向
は
、
地
方
議
会
議
員
が
各
級
議
会
議
員
の
中
か
ら
系
列
的
に
高
唱
さ

　
れ
た
旧
府
県
制
．
郡
制
の
頃
に
限
ら
ず
認
め
ら
れ
る
。

⑨
　
日
本
地
主
制
の
確
立
期
を
明
治
二
〇
代
と
す
る
か
明
治
三
〇
代
と
す
る
か
の
論

　
争
に
つ
い
て
は
、
中
村
政
則
『
近
代
日
本
地
主
制
史
研
究
一
資
本
主
義
と
地
主
制

　
－
輪
東
京
大
学
田
版
会
、
一
九
七
九
年
、
三
八
九
－
闘
○
二
頁
を
参
照
。

⑩
『
福
岡
縣
統
計
書
』
に
よ
れ
ば
、
浮
羽
郡
の
田
畑
小
作
地
率
は
、
明
治
～
○
年

　
代
末
に
既
に
六
五
％
を
超
え
る
水
準
に
あ
り
、
以
後
六
〇
％
代
で
推
移
し
、
明
治

　
四
〇
年
は
六
七
・
八
％
で
あ
っ
た
。

⑰
複
選
制
の
弊
害
は
議
員
の
系
列
化
に
よ
っ
て
党
派
的
政
争
が
各
級
地
方
議
会
に

　
容
易
に
浮
及
す
る
点
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
明
治
地
方
自
治
制
に
お
け
る
郡
制
の
意

　
味
に
つ
い
て
は
前
掲
宮
本
、
九
紹
－
一
六
〇
頁
を
参
照
。

⑫
日
清
戦
争
後
の
地
方
名
望
家
の
企
業
的
活
動
と
政
治
的
活
動
と
の
密
接
な
関
係

　
に
つ
い
て
は
、
升
味
準
之
輔
『
日
本
政
党
史
論
第
四
巻
』
東
京
大
学
出
版
会
、
～

　
九
六
八
年
、
六
i
二
八
頁
を
参
照
。
ま
た
、
地
方
議
会
に
お
け
る
政
党
の
機
能
と

　
地
方
自
治
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
大
石
嘉
一
郎
に
よ
る
地
方
自
治
制
成
立
期
の

　
福
島
嬢
の
民
党
運
動
に
関
す
る
論
稿
が
あ
る
（
前
掲
大
石
『
近
代
日
本
の
地
方
自

　
治
』
錆
二
章
、
四
九
－
一
一
五
買
）
。

　
　
福
岡
県
に
お
い
て
は
、
明
治
十
九
年
に
安
場
保
和
が
県
令
（
の
ち
県
知
事
）
に

　
就
任
す
る
と
、
国
権
主
義
派
で
あ
る
安
場
は
厩
権
派
と
鋭
く
対
立
し
、
明
治
二
〇

　
廊
丁
以
降
は
圏
権
派
と
民
権
派
と
の
対
抗
関
係
が
県
内
の
政
治
的
関
係
の
基
軸
を
な

　
し
た
。
特
に
明
治
二
五
年
の
第
二
圏
衆
議
院
議
員
総
選
挙
で
安
場
は
民
権
派
に
激

　
し
い
弾
圧
を
加
え
た
。
豪
初
は
國
権
派
の
担
い
手
に
士
族
的
要
素
が
強
か
っ
た
の

　
に
対
し
て
、
斑
権
派
の
地
方
的
握
い
手
は
県
議
・
戸
長
な
ど
の
地
方
名
望
家
層
で

　
あ
っ
た
（
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
編
纂
委
員
会
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
4
0
福
岡

　
県
隔
角
川
書
店
、
一
九
八
八
年
、
五
九
i
六
二
頁
）
。

　
　
例
え
ば
吉
井
町
出
身
の
鳥
越
貞
敏
の
場
合
、
第
三
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
土

　
地
所
有
に
よ
る
富
豊
な
資
金
を
背
景
に
、
浮
羽
郡
内
の
多
く
の
会
社
・
銀
行
の
設

　
立
と
経
鴬
に
参
画
し
て
い
た
。
彼
は
明
治
二
三
年
（
二
三
歳
）
頃
よ
り
政
党
活
動

　
に
係
り
、
自
由
党
の
拡
張
に
尽
力
し
た
と
債
え
ら
れ
て
い
る
（
浮
羽
郡
役
所
『
福

　
岡
県
浮
羽
郡
案
内
　
復
刻
版
』
文
献
出
版
、
　
一
九
七
五
年
、
原
著
は
　
九
一
五

　
年
、
　
口
絵
写
真
説
明
文
）
。
　
こ
の
自
由
党
の
拡
張
と
は
二
三
年
の
中
央
政
界
に
お

　
け
る
立
憲
自
由
党
の
結
成
に
民
権
派
の
九
州
連
合
岡
志
会
が
加
わ
っ
た
こ
と
を
指

　
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
二
六
年
に
県
会
議
員
に
当
選
し
た
後
、
三
〇
年
と

　
三
七
年
に
は
二
期
連
続
で
貴
族
院
議
員
に
選
出
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
浮
羽
郡
の

富
豪
鳥
越
貞
敏
は
政
治
活
動
も
精
力
的
に
行
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑬
　
明
治
四
〇
年
調
査
の
町
村
是
か
ら
確
認
さ
れ
る
町
村
別
の
田
所
有
規
模
別
戸
数

　
を
も
と
に
、
世
帯
虫
が
何
ら
か
の
形
で
参
政
権
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
五
反
を

　
越
え
る
（
五
反
は
含
ま
な
い
）
所
有
戸
数
を
括
る
と
、
語
部
一
畷
九
戸
に
対
し
て

　
農
村
部
一
、
二
八
九
戸
で
あ
る
。
こ
の
比
率
か
ら
判
断
す
る
と
、
明
治
中
期
に
お

　
い
て
は
町
部
村
農
村
部
の
有
権
者
の
比
率
に
は
大
き
な
変
化
が
な
か
っ
た
も
の
と

　
考
え
ら
れ
る
。
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地主的土地所有の空間的展開と明治地方自治制（山崎）

六
　
結

論

　
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
明
治
中
期
以
降
の
福
岡
県
浮
羽
郡
に
お
け
る
地
主
的
土
地
所
有
の
空
間
的
展
開
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
様
相
が
認
め

ら
れ
た
。

　
明
治
二
六
年
冬
四
〇
年
に
実
施
さ
れ
た
町
村
是
調
査
の
結
果
か
ら
、
雨
晴
の
地
主
制
の
展
開
に
伴
っ
て
、
郡
内
町
村
間
の
土
地
所
有
関
係
が

錯
綜
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
特
に
吉
井
・
田
主
丸
両
町
の
地
主
に
よ
る
町
外
土
地
の
集
積
が
、
小
作
料
の
収
支
を
媒
介
と
し
て
、
町
村

間
の
経
済
格
差
を
も
た
ら
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
こ
う
し
た
地
主
的
土
地
所
有
の
町
村
領
域
を
越
え
た
拡
大
が
、
町
村
経
済
の
基
礎
的
単
位
と
な
る
農
家
経
済
に
彰
響
を
及
ぼ
す
に
留
ま
ら
ず
、

当
時
町
村
税
に
大
き
く
依
存
し
て
い
た
町
村
財
政
に
と
っ
て
も
驚
異
と
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
事
態
は
、
町
村
税
中
の
戸
数
割
へ
の
依
存
と

僅
少
な
投
資
的
経
費
支
出
と
い
う
特
徴
を
持
つ
大
部
分
の
町
村
に
と
っ
て
は
、
依
存
す
べ
き
財
源
の
縮
小
を
意
味
し
、
行
政
基
盤
の
弱
体
化
を

促
す
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治
行
政
村
成
立
直
後
に
は
、
営
業
税
収
入
が
潤
沢
で
投
資
的
経
費
支
出
の
多
い
吉
井
町
と
そ
の
他
の
町
村
と
の
間
に
、

戸
別
割
収
入
と
そ
の
還
元
の
バ
ラ
ン
ス
に
大
き
な
格
差
が
認
め
ら
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
地
主
的
土
地
所
有
の
空
間
的
展
開
は
、
重
要
な
行
政
的
意
味
を
持
つ
ば
か
り
で
は
な
く
、
同
時
に
政
治
的
な
意
味
を
持
っ
て
い

た
。
参
政
権
の
配
分
は
、
社
会
階
層
的
に
見
て
極
め
て
限
定
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
空
間
的
に
見
た
場
合
、
制
度
あ
る
い
は
実
態
い
ず
れ
の

面
で
も
限
定
さ
れ
て
い
る
事
実
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
政
治
権
力
を
行
使
し
た
人
々
（
本
稿
で
は
県
会
議
員
お
よ
び

郡
会
議
員
）
の
出
身
地
の
分
布
に
は
一
定
の
空
間
的
パ
タ
～
ン
が
認
め
ら
れ
た
。
吉
井
・
田
主
丸
両
町
へ
の
議
員
経
験
者
の
相
対
的
集
中
は
、
選

出
の
具
体
的
プ
ロ
セ
ス
は
明
ら
か
に
し
え
な
か
っ
た
が
、
選
挙
制
度
上
の
規
定
と
彼
ら
の
経
済
的
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
本
稿
の
中

で
指
摘
し
た
浮
羽
郡
に
お
け
る
二
重
の
階
層
分
解
と
係
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
都
帯
－
農
村
問
の
経
済
階
層
分
解
は
、
社

会
階
層
の
分
解
を
前
提
と
し
た
地
方
制
度
の
選
挙
権
規
定
を
媒
介
と
し
て
、
政
治
権
力
の
寡
占
的
保
有
形
態
に
も
空
間
的
様
相
を
付
与
し
た
の
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で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
で
確
認
さ
れ
た
郡
内
町
村
閥
、
特
に
都
市
的
領
域
と
農
村
的
領
域
と
の
間
の
政
治
的
な
格
差
は
、
郡
内
経
済
の
動
態

と
相
互
に
関
速
し
、
明
治
中
期
の
地
方
自
治
の
展
開
に
も
動
態
的
な
要
素
を
加
味
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
地
域
間
格

差
の
出
現
と
、
地
方
の
政
治
・
行
政
の
実
態
的
運
営
と
の
係
り
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
依
然
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
が
、
一
時
期
に
限

定
さ
れ
な
い
日
本
近
代
全
般
を
射
程
に
入
れ
た
地
方
政
治
・
行
政
へ
の
空
閥
的
視
角
か
ら
の
分
析
の
試
み
と
し
て
本
稿
を
位
置
づ
け
て
結
び
と

し
た
い
。
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本
稿
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成
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っ
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、
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学
経
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研
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本
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ー
、
吉
井
町
公
民
館
、
吉
井
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教
育
委
員
会
平
川
祐
介
氏
、
吉

井
町
久
保
田
善
之
助
氏
に
は
資
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収
集
に
つ
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て
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世
話
に
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、
井
戸
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三
滋
賀
医
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大
学
教
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に
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の
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史
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〇
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利
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。
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The　Spatial　Development　of　Land　Accumulation

　　　by　Landlords，　and　the　Local　Government

　　　　　　　　　　　．9．ystem　in　the　Meiji　Era

The　Case　Study　of　Ukiha　County，　Fukuoka　Prefecture

by

YAMAzAI〈1　Takashi

　　The　local　government　systern　in　the　mid－Meiji　Era　legally　consisted　of

four　acts：　the　Act　of　City　（Sh．i－sez）　and　the　Act　of　Town　and　Village

（Choson－sei）　which　were　enforced　in　1890，　the　Act　of　Prefecture　（Fufeen－

seのand　the　Act　of　County（Gt．〃・z・seのwhich　were　issued　in　189ユ．　Many

studies　on　the　process　of　the　estab1ishment　of　this　loca！　govemment

system　have　been　conducted．　However　jn　the　field　of　geography，　studies

have　focused　instead　on　the　amalgamation　of　lecal　rnunicipalities　shortly

befoi’e　these　acts　were　established．　The　common　view　of　this　process　in

the　field　of　history　of　loca｝　government　finance　is　currently　being　re－

considered．　Positivistic　studies　on　the　actual　enforcement　of　the　acts　in

local　areas　are　a！so　being　made．

　　This　paper　is　besed　on　sueh　a　research　trend．　lt　explores　the　relation－

ship　between　the　spatial　development　of　land　accumulation　by　landlorcls　in

Ul〈iha　County，　Fukuoka　Prefecture　and　the　local　governmient　system　from

the　late　nineteeBtlt　century・to　the　early　twentieth　century．　Firstly　the

spatial　development　of　land　accumulation　and　the　spatiai　characteristics　of

the　landlordism　in　Ukiha　County　are　anaJysed．　According　to　the　results

of　this　analysis，　it　is　found　that　the　land　accumulation　beyond　bonndaries

of　the　municipalities　in　Ukiha　County　affected　their　financial　and　admin－

istrative　functions　by　way　of　the　economies　in　the　municipalities．　Lastly

this　paper　demonstrates　the　bias　in　the　spatial　pattern　of　the　pleces　where

local　assembly　men　came　from　in　Ukiha　Ceunty，　as　well　as　the　relation－

ships　between　their　personal　histories　and　the　regional　economy．　Through

these　analyses，　this　paper　describes　the　i－elationship　between　landlordism

and　the　politico－administrative　differences　among　municipalities　under　the

Iocal　government　system　in　the　Meiji　Era　from　the　spatial　perspective．
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